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長崎大学の理念、目標、ポリシー等 

 

Ⅰ 長崎大学の教育理念と目標 

長崎は、世界に開かれた日本の窓口として多文化交流の先駆的役割を果たしてきた国際都市

であり、被ばく体験をもとに世界の恒久平和を宣言した平和都市です。この地に立地する大学

として、長崎大学は歴史に根づく融合と調和、創意工夫と平和希求の精神を継承しつつ、教育

研究の高度化と個性化を図っています。本学は、新たな知の創造と社会の調和的発展に貢献で

きる心豊かな人材の育成によって、世界に向けた情報発信拠点であり続けることを目標として

います。 

 この目標を達成すべく、以下に挙げるポリシーに基づいた学士課程教育を行います。 

Ⅱ 長崎大学のディプロマ・ポリシー（学位授与の方針） 

長崎大学は、4年間あるいは 6年間の教育プログラムに定められた単位を修得し、 

１．自ら学び、考え、主張し、行動することができる。 

２．分野・領域を超えて活用できる汎用可能な技能を身につけている。 

３．専門職業人や研究者としての基盤的知識・技能を習得し、高い倫理観を身につけている。 

４．地球環境と社会の多様性を理解している。 

５．主体性をもって他者と協働できる。 

６．地域社会および将来世代に貢献するグローバルな視点を身につけている。 

と認められた者に対し、学位(学士)を授与します。 

Ⅲ 長崎大学のカリキュラム・ポリシー（教育課程の編成および実施方針） 

 長崎大学の教育プログラムは、教養教育と専門教育で構成されます。 

 教養教育では、大学入学時までに培われてきた総合的な学力を前提に、教養基礎科目、モジ

ュール科目、選択科目、また留学生にあっては留学生用科目を履修することで、社会に貢献で

きる市民として求められる多様な基礎的知識を学修し、自主的に考え発信する能力、論理的・

批判的に物事を考える能力、日本語および英語によるコミュニケーションを行う能力、数量的

スキル、情報リテラシーなどのいわゆる汎用的技能、ならびに継続的に学び自らを高め変革し

ようとする態度、他者と協調・協働して問題解決にあたる態度、自らに課せられた責任を全う

する態度、グローバルかつ地域の視点から多様性を理解する態度・志向性を身につけます。 

 知識や理解、汎用的技能についてはそれぞれの授業において、態度・志向性については種々

のアンケートやテストによって伸長の度合いを確認します。 

専門教育では、教養教育で培われた力をさらに伸ばすとともに、専門的な知識・技能、高い

倫理観、ならびにそれぞれの分野・領域に特有の汎用的技能、態度・志向性を身につけます。 

 授業は講義、演習、実験、実習等の形式で行われます。授業には学生の主体性や協働性を涵

養するようアクティブ・ラーニングを促す手法や少人数による教育を積極的に取り入れます。 

 授業の成績評価は、定期試験の結果やレポートや課題、ディスカッション、プレゼンテーシ

ョンの成果、授業やゼミナールへ取り組む意欲・態度などの観点から行います。評価の結果、

学修成果が一定の水準に達したと担当教員が認めた場合に単位が認定されます。 

 すべての授業科目で、学生が自らの学修の振り返りを行うための授業アンケートを実施しま

1



- 2 - 
 

す。このアンケートはそれぞれの授業ᨵၿのためにも活用されます。さらに、入学時、༞業時

の意識調ᰝや学修行動調ᰝ等を実施することで学生の学修達成≧ἣをᢕᥱし、その結果を大学

教育のᖖなるᨵၿに役立てます。 

 学生は学修ポート࢛ࣇリ࢜システムに自らの学修成果を㝶時積します。学修ポート࢛ࣇリ

࢜リ࢛ࣇを振り返ることで自らの成長の㌶㊧を確認することができます。また、学修ポート࢜

は࣓ンࢱー教員による学生へのᣦᑟ・ຓ言の㈨ᩱとして用されます。さらに、༞業時には大

学における学修成果の総合評価のための㈨ᩱとしても活用されます。 

 

 

⸆学㒊の理念、目標、ポリシー等 

 

Ⅰ ⸆学㒊の理念と教育目標 

࠙理念ࠚ 

トのᗣを目ᣦしてࠖの標語のもと、་⸆ရの創〇、་⒪、ᗣ・環境に㛵する基礎ࣄࠕ

ཬびᛂ用の科学を教育、研究すること、୪びにࠕくすりࠖの専門ᐙとして社会的を㐙行

し得る人材の養成を以て社会に貢献する。 

࠙教育目標ࠚ 

１．大学教育における基本的教養と専門の基礎となるᖜᗈい知識を修得させ、豊かな人間性

と高い倫理観をᣢつ人材を育成する。 

２．⸆学に㛵する高度の専門的知識を修得させ、⸆の専門ᐙとして社会に貢献しうる人材を

育成する。 

Ⅱ ⸆学科の教育目標 

１．་⒪人にᚲせな豊かな人間性、高い倫理観ཬび知性を育む。 

２．་⒪の場で⸆ᖌにᚲせとされる知識、技能ཬび態度を形成する。 

３．様々な་⒪の場で㏻用する実㊶力を形成する。 

 。くすりࠖの専門ᐙとしてᚲせな課題発ぢ能力や問題解決能力を形成するࠕ．４

Ⅲ ⸆科学科の教育目標 

１．⸆学が人間の生にᣊわる学問であることを㋃まえ、⸆学分野の研究者・技⾡者にᚲせ

とされる豊かな人間性、高い倫理観、知性を育む。 

２． ⸆学分野の研究者・技⾡者にᚲせな⸆学領域全⯡にわたる基礎的知識と技能を形成する。 

３．研究の⌧場で実㊶的な教育を長期的かつ継続的に行い、⸆学分野の研究者・技⾡者とし

ての基盤となる課題発ぢ能力や問題解決能力を形成する。 

ϫ ⸆学科のディプロマ・ポリシー  

ᡤ定のカリキュラムによる教育プログラムに定められた単位を修得し、 
１．་⒪人としての豊かな人間性、生のᑛཝとᝈ者の人ᶒについての῝い認識、人のと

ᗣをᏲるឤ・責任ឤཬび倫理観を有する。（⸆ᖌとしての心構え、ᝈ者・生活

者本位の視点） 
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２．生体および環境への་⸆ရや化学物㉁などのస用・ᙳ㡪を理解するためにᚲせな科学に

㛵する基本的知識・技能・態度を有する。（基礎的な科学力） 
３．⸆ᖌとして基盤となる知識を修得したୖで、Ᏻ全で有ຠな⸆物⒪法を主体的にィ⏬、

実施、評価、⟶理する能力を有する。（⸆物⒪法における実㊶的能力） 
４．情報を㞟し提౪する能力ཬびコミュニケーション能力を有し、་⒪ᶵ㛵や地域におけ

る་⒪ࢳームに積極的にཧ⏬して⸆ᖌに求められる行動を㐺ษにとることができる。

（地域のಖ・་⒪における実㊶的能力、ࢳーム་⒪へのཧ⏬、コミュニケーション能

力） 
５．⸆学・་⒪の㐍Ṍにᐤ与するための研究を㐙行する意欲、課題発ぢ能力、問題解決能力

を有する。（研究能力） 
６．⸆学・་⒪の㐍Ṍに対ᛂするために、生ᾭにわたり自ᕫ研㛑を続けるとともに、ḟ世代

を担う人材を育成する意欲と態度を有する。（自ᕫ研㛑、教育能力） 
㸵．グローバルな視点をᣢࡕ、国際社会に་⒪人として貢献できる能力を有する。（グロー

バル） 
と認められた者に対し、学士（⸆学）の学位を授与します。 

Ϭ ⸆科学科のディプロマ・ポリシー  

ᡤ定のカリキュラムによる教育プログラムに定められた単位を修得し、 
１．⸆学・生科学分野の研究者・技⾡者にᚲせとされる豊かな人間性、高い倫理観、知性

を有する。（研究者・技⾡者としての心構え） 
２．化学物㉁の物理的ཬび化学的性㉁・生体や環境との㛵わり、自↛が生ࡳฟす⸆物、ཬび

生体の成り立ࡕとᶵ能について高度な知識を有する。（⸆学の基礎知識）  
３．་⸆ရの分ᯒ法・合成法・స用ᶵᗎ・体ෆ動態についての高度な知識を有し、་⸆ရの

᥈⣴から⮫ᗋ試験に⮳る創⸆㐣程をໟᣓ的に理解している。（་⸆ရの基礎知識） 
４．⸆学・生科学分野の研究にᚲせな意欲、基本的知識と技能、および問題解決能力を有

する。（研究能力） 
５．課題発ぢ能力とともに、情報を主体的に㞟・活用・発信することができる。（情報

㞟・発信能力） 
６．グローバルな視点をᣢࡕ、研究者・技⾡者として国際社会୪びに地域社会に貢献する能

力を有する。（地域・グローバル） 
㸵．⸆学・生科学の分野で生ᾭにわたり自ᕫ研㛑を続けるとともに、ḟ世代を担う人材を

育成する意欲と態度を有する。（自ᕫ研㛑・教育能力、研究能力） 
と認められた者に対し、学士（⸆科学）の学位を授与します。 

ϭ ⸆学科のカリキュラム・ポリシー  

１．文㒊科学┬⸆学教育モデル・コアカリキュラムに基づきカリキュラムを編成しています。 
２．入門科目では、⸆学全⯡の基本的知識と⸆ᒁ㝔ぢ学などで⸆ᖌの業ົについて学び

ます。（評価は主にレポートによって行います。） 
３．専門基礎科目では、物理化学、分ᯒ化学、有ᶵ化学、生化学など生科学や་⸆ရにつ

いて学ୖࡪでᚲ㡲の基礎知識とඹに、⸆用᳜物学、⾨生⸆学、⸆学、⸆理学、生理解
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๗学など⸆学分野で特に㔜せとなる科目の基礎を学びます。さらに、専門基礎実習では

ྛ専門分野での研究にᚲせな考え方、方法、技能を修得するとともに、ඹ用試験や⸆ᒁ

㝔実習に向けて、実ົに㛵㐃する知識や技能の修得のための実習を行います。（評価は

主に試験とレポートによって行います。） 
４．専門科目では、生科学や་⸆ရに㛵してより῝く学ࡪとともに、⸆物⒪学、生⸆学、

⮫ᗋ᳨ᰝ学、་⸆ရ評価学など⸆学⊂自の高度な専門的知識を学びます。 
 また、་⒪倫理、実㊶⸆学、་⒪コミュニケーション、ᅾᏯ་⒪実㊶学などの科目で、

⸆ᖌとして修得するべき基本的知識と能力、技能、心構えを学び、㝔や⸆ᒁでの実

ົ実習では、それまでに修得してきた知識や技能を実㊶することで、⸆ᖌとして求め

られる基本的な㈨㉁を修得します。（評価は主に試験、レポート、ポート࢛ࣇリ࢜など多

㠃的に行います。） 
５．発展的科目の科学英語、་⒪実験ィ⏬法、་⒪⸆学特ู実習では、英語論文をㄞ解し、

実験ィ⏬を立て、研究を行い、結果を༞業論文としてまとめるとྠ時にබ開発⾲会で発

⾲することで、論理的ᛮ考力、課題発ぢ能力、ཬび問題解決に向けたィ⏬立能力を養

います。また、ᅾᏯ་⒪実㊶学と་⒪⸆学総合演習では⸆ᖌとしての知識の総ᣓを行

い、高ḟ⮫ᗋ実ົ実習では、大学㝔のᲷやእ来での業ົや、㞳ᓥにおける་⒪㐃ᦠ

について⌧場で学びます。これらを総合して生ᾭにわたり自ᕫ研㛑を続けるとともに、

ḟ世代を担う人材を育成する意欲と態度を育成します。（評価はࢭミナー発⾲、レポート、

༞業論文、プレゼンテーションなどにより多㠃的に行います。） 

Ϯ ⸆科学科のカリキュラム・ポリシー  
１．入門科目では、⸆学全⯡の基本的知識と〇⸆業や研究ᡤぢ学などで研究者・技⾡者の

業ົについて学びます。（評価は主にレポートによって行います。） 
２．専門基礎科目では、物理化学、分ᯒ化学、有ᶵ化学、生化学など生科学や་⸆ရにつ

いて学ୖࡪでᚲ㡲の基礎知識とともに、⸆用᳜物学、⾨生⸆学、⸆学、⸆理学など⸆

学分野で特に㔜せとなる科目の基礎を学びます。さらに、専門基礎実習ではྛ専門分野

での研究にᚲせな考え方、方法、技能を修得します。（評価は主に試験とレポートによっ

て行います。） 
３．専門科目では、生科学の基盤となる知識を῝めるとともに、生物有ᶵ化学、分Ꮚ生物

学、ኳ↛物化学など、་⸆ရ開発にᚲせな高度な専門的知識を学びます。 
 また、⸆物⒪、⸆物代ㅰ、་⒪倫理、་⸆ရ情報学など⸆学⊂自のᖜᗈい知識を修

得します。（評価は主に試験で行います。） 
４．発展的科目の創⸆科学では、それまでに身につけてきた知識を基盤として་⸆ရ開発に

ついて総合的に学びます。また、科学英語、実験ィ⏬法、⸆科学特ู実習では、英語論

文ㄞ解、実験ィ⏬立、研究の実㊶、༞業論文స成、発⾲を㏻して論理的ᛮ考力、課題

発ぢ能力、ཬび問題解決に向けたィ⏬立能力を養うことで、総合的に自ᕫ研㛑力と研

究能力を育成します。（評価は試験、ࢭミナー発⾲、レポート、༞業論文、プレゼンテー

ションなどにより多㠃的に行います。） 
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学
統
計
学

医
薬
品
情
報
学

医
薬
品
評
価
学

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ⅱ

実
務
実
習
（
事
前
実
習

）
高
次
臨
床
実
務
実
習
Ⅱ

薬
学
基
礎
実
習
　
　
（
物
理
・
分
析
・
衛
生
・
薬
剤
系
）

在
宅
医
療
実
践
学

薬
学
基
礎
実
習
　

（
有
機
系
） 薬

学
基
礎
実
習
　
　
（
生
物
・
薬
理
系
）

高
次
臨
床
実
務
実
習
Ⅰ

在
宅
ケ
ア
概
論
Ⅰ

在
宅
ケ
ア
概
論
Ⅱ

医
療
薬
学
特

別
実
習

教
養

教
育

科
目

教
養
ﾓ
ｼ
ﾞｭ
ｰ
ﾙ
Ⅰ
科
目

教
養

ﾓ
ｼ
ﾞｭ
ｰ
ﾙ
Ⅱ

科
目

　
　
　
科
学
英
語

実
務
実
習
（
病
院

・
薬
局
実
習
）

医
療
ｺ
ﾐｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮﾝ
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薬 学 概 論 Ⅰ

薬
学

科
の

カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
ツ
リ
ー

在
宅
医
療
・
福
祉
早
期
体
験
学
習

グ
ロ
ー
バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
I

健
康
・
ス
ポ
ー
ツ
科
学
科
目

キ
ャ
リ
ア
教
育
科
目

プ
ラ
ネ
タ
リ
ー
ヘ
ル
ス
科
目

医
療
実
験
計
画
法

実
践
薬
学
Ⅱ

薬
物
治
療
学
Ⅳ

薬
物
治
療
学
Ⅴ

薬
事
関
連
法
規

薬 学 概 論 Ⅱ

外
国
語
科
目
（
英
語
）

選
択
科
目

数
理

・
デ
ー
タ
サ

イ
エ
ン
ス
科

目

外
国
語
科
目
（
初
習
外
国
語
）

情
報
科
学
科
目

教
養
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
科
目

１
年

次
２
年

次
３
年

次
４
年

次
５
年

次
６
年

次

薬
学

導
入

科
目

、
生
命

科
学

・
有
機
化

学
・
物
理

分
析

化
学

の

基
礎

を
学

ぶ
科

目
、
そ
し
て
薬
用

植
物

な
ど
医

薬
品

の
ル

ー
ツ

を
学

ぶ
科

目
が

開
講
さ
れ
ま
す
。

薬
学

の
基

礎
的

知
識
を
学

び
、
基
礎
実

習
で

は
薬

学
研

究
の

基
礎

的
ス
キ
ル
を
修
得

し
ま

す
。

薬
理

学
や

薬
剤

学
な
ど
本

格
的

に
薬

学

の
領

域
へ

入
り
ま
す
。
ま
た
、
研

究
室

に

配
属

さ
れ

て
卒

業
研

究
に
向
け
た
準

備

を
始

め
ま
す
。

数
多

く
の

医
療

薬
学
科

目
と
事

前
実

習
が
始

ま
り
、
薬
学

共

用
試

験
を
受

け
て
実

務
実

習
に
備

え
ま
す
。

実
務

実
習

で
薬

剤
師
が

活
躍

し
て
い
る
現

場
を
体
験

し
ま
す
。
並
行

し
て
、
研

究
室

で
卒

業
研

究
を
通

し
て
問
題

解
決

能
力

を
養
い
ま
す
。
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≪
薬

科
学

科
≫

学
部

導
入

科
目

教
養

教
育

科
目

基
礎

物
理

化
学

薬
品

物
理

化
学

生
物

物
理

化
学

基
礎

科
目

薬
品

分
析

化
学

Ⅰ
健

康
薬

科
学

概
論

薬
品

分
析

化
学

Ⅱ
創

薬
科

学
Ｂ

臨
床

科
目

放
射

化
学

Ⅰ
放

射
化

学
Ⅱ

　
　
　
　

実
習

科
目

衛
生

薬
学

Ⅰ
衛

生
薬

学
Ⅱ

有
機

化
学

A
有

機
化

学
B
　
　
　

有
機

化
学

C
有

機
化

学
Ｄ
　
　

生
物

有
機

化
学

基
礎

有
機

化
学

有
機

電
子

論
分

子
構

造
解

析
学

　
創

薬
科

学
Ａ

薬
用

植
物

学
生

薬
学

　
　
　
　

天
然

物
化

学
臨

床
漢

方
学

　
　
　

基
礎

生
物

学
Ⅰ

生
化

学
Ⅱ

　
生

化
学

Ⅲ
分

子
生

物
学

病
原

微
生

物
学

免
疫

学
基

礎
生

物
学

Ⅱ
生

化
学

Ⅰ
　

微
生

物
学

細
胞

生
物

学
薬

理
学

Ⅰ
薬

理
学

Ⅱ
薬

理
学

Ⅲ

薬
剤

学
Ⅰ

薬
剤

学
Ⅱ

薬
剤

学
Ⅲ

薬
物

治
療

学
Ⅰ

薬
物

治
療

学
Ⅱ

生
理

・
解

剖
学

Ⅰ
臨

床
医

学
概

論
Ⅰ

　
臨

床
医

学
概

論
Ⅱ

化
学

療
法

学
医

療
薬

物
代

謝
学

生
理

・
解

剖
学

Ⅱ
医

療
倫

理
Ⅰ

医
療

倫
理

Ⅱ

薬
学

統
計

学
医

薬
品

情
報

学
医

薬
品

評
価

学

医
療

ｺ
ﾐｭ
ﾆ
ｹ
ｰ
ｼ
ｮﾝ

薬
学

基
礎

実
習

　
　
（
物

理
・
分

析
・
衛

生
・
薬

剤
系

）
薬

学
基

礎
実

習
　

（
有

機
系

） 薬
学

基
礎

実
習

　
　
（
生

物
・
薬

理
系

）

実
験

計
画

法

薬
科

学
特

別
実

習

教
養

教
育

科
目

健
康

・
ス
ポ
ー
ツ
科

学
科

目

外
国

語
科

目
（
英

語
）

外
国

語
科

目
（
初

習
外

国
語

）
選

択
科

目
教

養
ﾓ
ｼ
ﾞｭ
ｰ
ﾙ
Ⅰ

科
目

教
養

ﾓ
ｼ
ﾞｭ
ｰ
ﾙ
Ⅱ

科
目
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情
報

科
学

科
目

教
養

ゼ
ミ
ナ
ー
ル

科
目

キ
ャ
リ
ア
教

育
科

目
プ
ラ
ネ
タ
リ
ー
ヘ
ル

ス
科

目

薬
科

学
科

の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
ツ
リ
ー

グ
ロ
ー
バ

ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ⅰ

グ
ロ
ー
バ

ル
・
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
Ⅱ

薬 学 概 論 Ⅰ

科
学

英
語

　

薬 学 概 論 Ⅱ

数
理

・
デ
ー
タ
サ

イ
エ
ン
ス
科

目

１
年

次
２
年

次
３
年

次
４
年

次

薬
学

導
入

科
目

と
、
生

命
科

学
・
有

機
化

学
・
物

理
分

析
化

学

の
基

礎
を
学

ぶ
科

目
、
そ
し
て
薬

用
植

物
な
ど
医

薬
品

の
ル

ー

ツ
を
学

ぶ
科

目
が

開
講

さ
れ

ま
す
。

薬
理

学
や

薬
剤

学
な
ど
薬

学
独

自
の

領
域

も

加
わ

り
、
薬

学
で
重

要
な
基

礎
的

知
識

を
学

び

ま
す
。
ま
た
、
基

礎
実

習
で
は

医
薬

品
開

発
に

必
要

な
基

礎
的

ス
キ
ル

を
修

得
し
ま
す
。

医
薬

品
開

発
に
必

要
な
よ
り
高

度
な
知

識
を

学
び
ま
す
。
ま
た
、
研

究
室

に
配

属
さ
れ

て

卒
業

研
究

に
向

け
た
準

備
を
し
ま
す
。

高
度

な
知

識
を
学

ぶ
た
め
の

講
義

に
加

え
て
、
配

属
さ
れ

た
研

究
室

で
最

先
端

の
研

究
に
従

事
す

る
こ
と
で
研

究
能

力
を
養

い
ま
す
。
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デ䜱プロ䝬・ポリシーᑐᛂ୍ぴ
薬学部　薬学科

DP-1

DP-2

DP-3

DP-4

DP-5

DP-6

DP-7

科目名 DP-1 DP-2 DP-3 DP-4 DP-5 DP-6 DP-7
分子構造解析学 䖂 䖣
基礎有機化学 䖂
基礎生物学Ⅰ 䖂
基礎生物学Ⅱ 䖂
基礎物理化学 䕿
有機電子論 䖂
健康薬科学概論 䕿 䕿 䕿 䕿
薬学概論Ⅰ 䖂 〇 〇
薬学概論Ⅱ 䖂 〇 〇
有機化学Ａ 䚽
薬品分析化学Ⅰ 䚽
生化学Ⅰ 䖂
薬用植物学 ◎
在宅ケア概論Ⅰ 䕿 䕿
在宅ケア概論Ⅱ 䕿 䕿
在宅医療・福祉早期体験学習 䕿 䕿
グローバル・コミュニケーションⅠ 䖂
薬剤学Ⅰ 䖂 䕿 䕿
有機化学Ｂ 䖣 䖣
有機化学Ｃ 䖂
微生物学 〇 䖂 䖂 䕿
生化学Ⅱ 䖂
生化学Ⅲ 䖂
薬品物理化学 䖂
薬品分析化学Ⅱ 䚽 䚽
衛生薬学Ⅰ 䖂 䕿
生薬学 䖂 䚽
薬学統計学 䕿 䖂 䕿 䕿 䖂
臨床医学概論Ⅰ 䕿 䖂 䕿
放射化学Ⅰ 䖂
放射化学Ⅱ 䖂
生理・解剖学Ⅰ 䖂
生理・解剖学Ⅱ 䖂
医療倫理Ⅰ 䖂
薬理学Ⅰ 䖂 䖣
臨床漢方学 䖣
臨床医学概論Ⅱ 䖣 䖣 䖂
有機化学Ｄ 䖂 䖣
薬理学Ⅱ 䖂 䖣
衛生薬学Ⅱ 䖂 䕿
病原微生物学 䕿 䖂 䖂
細胞生物学 䖂
薬剤学Ⅱ 䖂 䚽
薬剤学Ⅲ 䖂 䖂 䕿
薬物治療学Ⅰ 䖣 䖂
薬物治療学Ⅱ 䖣 䖂
化学療法学 䖣 䖂
医療倫理Ⅱ 䖂 䖂 䚽
分子生物学 䖂 䕿
天然物化学 䖂 䚽
生物物理化学 䖂
生物有機化学 䖂
医療薬物代謝学 䕿 䖂 䖂 䕿 䖂
医薬品情報学 䖂 䖣 䖂 䖣
グローバル・コミュニケーションⅡ 䖂
創薬科学Ａ 䖂 䖂
臨床薬学Ⅰ 䕿 䕿 䖂 䕿
免疫学 䕿 䖂 䖂
薬理学Ⅲ 䖂 䖣
薬理学Ⅳ 䖂 䖣
臨床検査学 䖂
実践薬学Ⅰ 䕿 䕿 䕿 䕿
実践薬学Ⅱ 䕿 䕿 䕿 䕿
薬物治療学Ⅲ 䖣 䖂
薬物治療学Ⅳ 䖣 䖂
薬物治療学Ⅴ 䖣 䖂
医薬品評価学 䖣 䖂
薬事関連法規 〇 〇 〇
医療コミュニケーション 䕿 䖂 䕿
臨床薬学Ⅱ 䕿 䕿 䖂 䕿
在宅医療実践学 䕿 䕿 䕿 䕿
医療薬学総合演習 䖂 䖂 䖂 䕿 䖂 䕿
科学英語 䚽 䚽 䖂 䚽 䖂
医療実験計画法 䕿 䖂 䕿 䕿
薬学基礎実習（物理・分析・衛生・薬剤系） 䖂 䚽 䖂
薬学基礎実習（有機系） 䕿
薬学基礎実習（生物・薬理系） 䖂 䖣 䖂
実務実習（事前実習） 䕿 䕿 䕿
実務実習（病院・薬局実習） 䖂 䕿 䖂 䖂 䕿 䖂
高次臨床実務実習Ⅰ 䖣 䖣 䖂 䖣
高次臨床実務実習Ⅱ 䖣 䖣 䖂 䖣
医療薬学特別実習 䖂 䚽 䚽 䖂 䚽 䚽

䈜䖂は特に㔜どする、䚽は㔜どする。

  グローバルなどⅬをᣢ䛱䠈国㝿♫に医療ேとして㈉⊩で䛝る能力を有する。（グローバル）

  医療ேとしての㇏䛛なே㛫ᛶ䠈生命のᑛཝとᝈ⪅のேᶒに䛴いての῝いㄆ識䠈ேの命と健康をᏲる命ឤ・㈐௵ឤ䛚䜘び倫理ほを有する。（薬剤師
としてのᚰ構え䠈ᝈ⪅・生活⪅本のどⅬ）

  生体䛚䜘び⎔ቃへの医薬品や化学物㉁などのస用・ᙳ㡪を理解するためにᚲせな科学に関する基本的知識・ᢏ能・ែᗘを有する。（基礎的な科学
力）

  薬剤師として基┙となる知識を修得したୖで䠈Ᏻで有ຠな薬物療法を体的に計画䠈実䠈評価䠈⟶理する能力を有する。（薬物療法に䛚ける実
践的能力）

  情報を㞟しᥦ౪する能力䛚䜘びコミュニケーション能力を有し䠈医療機関やᆅ域に䛚ける医療䝏ームに✚ᴟ的にཧ画して薬剤師にồめ䜙れる行ື
を㐺ษにとる䛣とがで䛝る。（ᆅ域のಖ健・医療に䛚ける実践的能力䠈䝏ーム医療へのཧ画䠈コミュニケーション能力）

  薬学・医療の㐍Ṍにᐤするための研究を㐙行するពḧ䠈ㄢ題Ⓨぢ能力䠈問題解決能力を有する。（研究能力） 

  薬学・医療の㐍Ṍにᑐᛂするために䠈生ᾭに䜟たり自ᕫ研㛑を⥆けるとと䜒に䠈次ୡ代をᢸ䛖ேᮦを育ᡂするពḧとែᗘを有する。（自ᕫ研㛑䠈教育
能力）
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薬学部　薬科学科
DP-1

DP-2

DP-3

DP-4
DP-5
DP-6

DP-7

科目名 DP-1 DP-2 DP-3 DP-4 DP-5 DP-6 DP-7
分子構造解析学 䖂 䖣
基礎有機化学 䖂
基礎生物学Ⅰ 䖂
基礎生物学Ⅱ 䖂
基礎物理化学 䚽
有機電子論 䖂
健康薬科学概論 䚽 䚽 䚽 䚽
薬学概論Ⅰ 〇 〇 〇
薬学概論Ⅱ 䖂 〇 〇
有機化学Ａ 䖂
薬品分析化学Ⅰ 䚽 䚽 䚽
生化学Ⅰ 䖂
薬用植物学 ◎
グローバル・コミュニケーションⅠ 䖂
薬剤学Ⅰ 䕿 䖂 䕿
有機化学Ｂ 䖣 䖂
有機化学Ｃ 䖂
微生物学 䕿 䖂 䖂 䕿 䕿
生化学Ⅱ 䖂
生化学Ⅲ 䖂
薬品物理化学 䖂 䕿
薬品分析化学Ⅱ 䚽 䚽 䚽
衛生薬学Ⅰ 䕿 䖂
生薬学 䖂 䚽
薬学統計学 䕿 䕿 䕿 䖂 䖂
臨床医学概論Ⅰ 䖣 䖂 䕿
放射化学Ⅰ 䖂 䕿
放射化学Ⅱ 䖂 䕿
生理・解剖学Ⅰ 䖂
生理・解剖学Ⅱ 䖂
医療倫理Ⅰ 䖂
薬理学Ⅰ ◎ ◎
臨床漢方学 䖂
臨床医学概論Ⅱ 䖣 䖣 䖂
有機化学Ｄ 䖂 䚽 䖣
薬理学Ⅱ ◎ ◎
衛生薬学Ⅱ 䕿 䖂
病原微生物学 䕿 䖂 䖂 䕿 䕿
細胞生物学 䖂
薬剤学Ⅱ 䚽 䖂 䚽
薬剤学Ⅲ 䕿 䖂 䕿 䕿
薬物治療学Ⅰ 䖣 䖂
薬物治療学Ⅱ 䖣 䖂
化学療法学 䖣 䖂
医療倫理Ⅱ 䖂 䚽 䚽
分子生物学 䖂 䕿
天然物化学 䖂 䚽
生物物理化学 䖂 䚽
生物有機化学 䖂 䖂
創薬科学䣃 䖂 䖂
創薬科学䣄 䖂
医薬品情報学 䖂 䖂 䚽 䚽
グローバル・コミュニケーションⅡ 䖂
免疫学 䕿 䖂 䖂 䕿 䕿
薬理学Ⅲ ◎ ◎
医療薬物代謝学 䕿 䕿 䕿 䖂 䖂
医薬品評価学 䖣 䖂
医療コミュニケーション 䕿 䖂 䕿
科学英語 䕿 䖂 䖂 䕿
実験計画法 䕿 䕿 䕿 䖂 䖂 䕿
薬学基礎実習（物理・分析・衛生・薬剤系） 䚽 䚽 䖂 䚽
薬学基礎実習（有機系） 䖂 䕿 䕿
薬学基礎実習（生物・薬理系） 䖂 䚽 䚽
薬科学特別実習 䚽 䚽 䚽 䖂 䖂 䚽 䚽

　薬学・生命科学の分㔝で生ᾭに䜟たり自ᕫ研㛑を⥆けるとと䜒に、次ୡ代をᢸ䛖ேᮦを育ᡂするពḧとែᗘを有する。（自ᕫ研㛑・教育能力䠈
研究能力）

　薬学・生命科学分㔝の研究⪅・ᢏ⾡⪅にᚲせとされる㇏䛛なே㛫ᛶ、高い倫理ほ、知ᛶを有する。（研究⪅・ᢏ⾡⪅としてのᚰ構え）

　化学物㉁の物理的ཬび化学的ᛶ㉁・生体や⎔ቃとの関䜟り、自然が生䜏ฟす薬物、ཬび生体のᡂり❧䛱と機能に䛴いて高ᗘな知識を有す
る。（薬学の基礎知識）

　医薬品の分析法・合ᡂ法・స用機ᗎ・体ෆືែに䛴いての高ᗘな知識を有し、医薬品の᥈⣴䛛䜙臨床試験に⮳る創薬㐣⛬をໟᣓ的に理解し
ている。（医薬品の基礎知識）

　薬学・生命科学分㔝の研究にᚲせなពḧ、基本的知識とᢏ能、䛚䜘び問題解決能力を有する。（研究能力）

　ㄢ題Ⓨぢ能力とと䜒に、情報を体的に㞟・活用・Ⓨಙする䛣とがで䛝る。（情報㞟・Ⓨಙ能力）

　グローバルなどⅬをᣢ䛱、研究⪅・ᢏ⾡⪅として国㝿♫並びにᆅ域♫に㈉⊩する能力を有する。（ᆅ域・グローバル）

-8-

䈜䖂は特に㔜どする、䚽は㔜どする。
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長崎大学⸆学㒊つ程 

 

（㊃᪨） 

➨１᮲ このつ程は㸪長崎大学学๎（平成１６年学๎➨１ྕ。以下ࠕ学๎ࠖという。）に定めるものの

 。の教育に㛵しᚲせな事㡯を定めるものとする（。本学㒊ࠖというࠕ以下）か㸪⸆学㒊

（学㒊の目的） 

➨２᮲ 本学㒊は㸪大学教育における基本的教養と専門の基礎となるᖜᗈい知識を修得させるととも

に㸪⸆学に㛵する高度の専門的知識を修得させ㸪もって⸆の専門ᐙとして社会に貢献しうる有Ⅽの人

材を育成することを目的とする。 

（学科ཬび学科の目的） 

➨３᮲ 本学㒊に㸪ḟの学科を⨨く。 

⸆学科 

⸆科学科 

２ 学科の教育研究ୖの目的は㸪ḟのとおりとする。 

(1) ⸆学科は㸪་⒪⸆学に㛵する高度の専門的知識ཬび技能・態度を修得させ㸪豊かな人᱁と高い

倫理観をഛえた⸆学専門職者として社会に貢献しうる有Ⅽの人材を育成することを目的とする。 

(2) ⸆科学科は㸪་⸆ရの創〇㸪環境⾨生等に㛵する高度の専門的知識を修得させ㸪主体性と科学

的創造性をഛえた研究者㸪技⾡者として社会に貢献しうる有Ⅽの人材を育成することを目的とす

る。 

（教育課程） 

➨４᮲ ⸆学科の教育課程は㸪教養教育に㛵する授業科目（以下ࠕ教養教育科目ࠖという。）を➨１年

ḟから➨２年ḟまでに㸪専門教育に㛵する授業科目（以下ࠕ専門教育科目ࠖという。）を➨１年ḟか

ら➨６年ḟまでに開タして編成する。 

２ ⸆科学科の教育課程は㸪教養教育科目を➨１年ḟから➨２年ḟまでに㸪専門教育科目を➨１年ḟか

ら➨４年ḟまでに開タして編成する。 

（᭱ప修得単位数） 

➨５᮲ ⸆学科における༞業にᚲせな教養教育科目ཬび専門教育科目の᭱ప修得単位数は㸪ู⾲➨１の

とおりとする。 

２ ⸆科学科における༞業にᚲせな教養教育科目ཬび専門教育科目の᭱ప修得単位数は㸪ู⾲➨２のと

おりとする。 

（教養教育科目の履修方法等） 

➨６᮲ 教養教育科目の༊分㸪ྡ⛠㸪単位数㸪履修方法等については㸪長崎大学教養教育履修つ程（平

成２４年つ程➨２ྕ）の定めるとこࢁによる。 

（専門教育科目の༊分） 

➨㸵᮲ 専門教育科目の༊分は㸪講義科目㸪演習科目㸪実習科目㸪༞業研究ཬび自⏤科目とする。 

（専門教育科目のྡ⛠等） 

➨㸶᮲ ⸆学科の専門教育科目のྡ⛠㸪単位数ཬび標準履修年ḟは㸪ู⾲➨３のとおりとする。 

２ ⸆科学科の専門教育科目のྡ⛠㸪単位数ཬび標準履修年ḟは㸪ู⾲➨４のとおりとする。 

３ 学生が他学㒊の専門教育科目（学㒊長が当ヱ学㒊の長と協㆟のୖᣦ定した授業科目に㝈る。）を履

修し㸪単位を修得した場合は㸪６単位を㝈度として㸪当ヱ単位をู⾲➨１ཪはู⾲➨２につ定する専

門教育科目の講義科目（選択ᚲ修）の単位数にྵめることができる。 

４ 前᮲につ定する自⏤科目の授業科目の単位数は㸪᭱ప修得単位数に⟬入しないものとする。 

（１単位当たりの授業時間） 

➨㸷᮲ 専門教育科目の１単位当たりの授業時間は㸪ḟの基準によるものとする。 
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(1) 講義については１５時間 

(2) 演習については３㸮時間 

(3) 実習については３㸮時間 

（履修科目のⓏ㘓のୖ㝈） 

➨１㸮᮲ 学生が履修科目としてⓏ㘓することのできる単位数のୖ㝈は㸪１学年当たり㸪教養教育科目

ཬび専門教育科目を合わせてḟのとおりとする。たࡔし㸪㞟୰講義により開講される授業科目㸪演習

科目ཬび実習科目については㸪この㝈りでない。 

➨１年ḟ ５２単位まで 

➨２年ḟ ５１単位まで 

➨３年ḟ以㝆 ４２単位まで 

２ 学生が㸪ḟにᥖげるすべてのせ௳を‶たした場合には㸪前㡯につ定する単位数のୖ㝈を超えて履修

科目をⓏ㘓することができる。 

(1) 前年度において㸪履修をⓏ㘓したすべての授業科目の単位を修得していること。 

(2) 前年度において修得したすべての授業科目のグレーࢻ・ポント・ア࣋レージ（（評価AAの単

位数�４㸩評価Aの単位数�３㸩評価Bの単位数�２㸩評価Cの単位数�１㸩評価D（ኻ᱁㸪Ḟᖍ等を

ྵむ。）の単位数�㸮）㸭履修Ⓩ㘓単位総数）が２．㸶以ୖであること。 

（履修科目のⓏ㘓） 

➨１１᮲ 学生は㸪履修しようとする専門教育科目について㸪ᡤ定の期間にⓏ㘓しなければならない。 

（単位の認定） 

➨１２᮲ 専門教育科目の単位の認定は㸪考ᰝの結果に基づいて行う。 

（考ᰝ） 

➨１３᮲ 考ᰝは㸪試験㸪学習報࿌その他の方法により行う。 

２ 考ᰝは㸪ྛ学期ᮎにおいて行う。たࡔし㸪授業科目によっては㝶時に行うことがある。 

３ 専門教育科目について㸪授業を行った時数の３分の１を超えてḞᖍした者に対しては㸪当ヱ授業科

目のཷ験㈨᱁を認めない。たࡔし㸪Ḟᖍの理⏤がᚷᘬ㸪Ẽその他やむを得ないものである場合は㸪

ᒆฟによりḞᖍ時数を考៖することがある。 

（成績評価） 

 ➨１４᮲ 成績評価の基準ཬび評語については㸪ḟのとおりとする。 

判定 成績評価 評語 成績評価基準 

合᱁ １㸮㸮㹼㸷㸮点 㸿㸿 㸿以ୖにඃれている 

㸶㸷㹼㸶㸮点 㸿 授業科目の฿達目標以ୖに高度なෆᐜを身にけており㸪授業で身

にけるべきෆᐜを༑分に習得している 

㸵㸷㹼㸵㸮点 㹀 㹁以ୖにඃれているが㸿に‶たない場合 

６㸷㹼６㸮点 㹁 授業科目の฿達目標を‶たしており㸪授業で身にけるべき᭱ప㝈

のෆᐜを習得している 

合᱁ ５㸷点以下 㹂 授業科目の฿達目標を‶たしていない 

（㏣試験） 

➨１５᮲ ᚷᘬ㸪Ẽその他やむを得ない理⏤により考ᰝをཷけることができなかった者に対しては㸪

当ヱ授業科目について㏣試験を行う。 

２ ㏣試験をཷけようとする場合は㸪ᡤ定の期日までに㸪考ᰝをཷけることができなかった事実をド᫂

する᭩㢮をῧえて㏣試験㢪を提ฟし㸪学㒊長のチ可をཷけなければならない。 

（試験） 

➨１６᮲ 考ᰝに合᱁となった者については㸪試験を行うことがある。 

（ṇ行Ⅽ等） 

➨１㸵᮲ 考ᰝにおいてṇ行Ⅽを行った者に対しては㸪当ヱ授業科目ཪはその学期の全授業科目の単
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位を与えない等のᥐ⨨をとることがある。 

（⸆学基礎実習の履修せ௳） 

➨１㸶᮲ ⸆学基礎実習を履修する者は㸪ḟにᥖげるせ௳を‶たしていなければならない。 

(1) ᅾ学期間が１年６᭶以ୖであること。 

(2) 教養教育科目ཬび専門教育科目を合わせて５１単位以ୖ修得していること。 

（研究ᐊ㓄ᒓ） 

➨１㸷᮲ ḟにᥖげるせ௳を‶たした者は㸪研究ᐊに㓄ᒓする。 

(1) ᅾ学期間が２年６᭶以ୖであること。 

(2) 教養教育科目を２６単位以ୖ修得していること。 

(3) ⸆学科にᡤᒓする者にあっては専門科目のᚲ修科目を５㸮単位以ୖ㸪⸆科学科にᡤᒓする者に

あっては専門科目のᚲ修科目を２３単位以ୖཬび選択ᚲ修科目を１㸵単位以ୖ修得していること。 

(4) ⸆学基礎実習を履修し㸪単位を修得していること。 

２ 前㡯により研究ᐊに㓄ᒓされた者のうࡕ㸪⸆学科にᡤᒓするものにあってはู⾲➨３の演習科目

を㸪⸆科学科にᡤᒓするものにあってはู⾲➨４の演習科目を履修することができる。 

（実ົ実習（事前実習）ཬび㛵㐃講義科目の履修せ௳） 

➨２㸮᮲ ⸆学科の実ົ実習（事前実習）㸪実㊶⸆学Ⅰཬび実㊶⸆学Ⅱを履修する者は㸪ḟにᥖげるせ

௳を‶たしていなければならない。 

(1) ➨４年ḟ以ୖであること。 

(2) 教養教育科目を３㸮単位以ୖ修得していること。 

(3) ู⾲➨３の講義科目のうࡕ㸪ᚲ修科目を６４単位以ୖ修得していること。 

(4) ู⾲➨３の実習科目のうࡕ㸪➨３年ḟまでの開講科目を１㸮単位すべて修得していること。 

（特ู実習） 

➨２１᮲ ⸆学科の་⒪⸆学特ู実習は㸪➨５年ḟཬび➨６年ḟにおいて履修しなければならない。 

２ ⸆科学科の⸆科学特ู実習は㸪➨４年ḟにおいて履修しなければならない。 

３ 特ู実習を履修した者は㸪ཎ๎として⸆学科においては➨６年ḟᚋ期に㸪⸆科学科においては➨４

年ḟᚋ期に研究発⾲を行わなければならない。 

（特ู実習ཬび実ົ実習（㝔・⸆ᒁ実習）の履修せ௳） 

➨２２᮲ ⸆学科の་⒪⸆学特ู実習ཬび実ົ実習（㝔・⸆ᒁ実習）を履修する者は㸪ḟにᥖげるせ

௳を‶たしていなければならない。 

(1) 教養教育科目の᭱ప修得単位数以ୖを修得していること。 

(2) ู⾲➨３の講義科目のうࡕ㸪ᚲ修科目から㸶㸵単位以ୖཬび選択ᚲ修科目から１㸮単位以ୖを

修得していること。 

(3) ู⾲➨３の実習科目のうࡕ㸪➨４年ḟまでの開講科目１４単位すべてを修得していること。 

(4) ⸆学ඹ用試験（CBTཬびOSCE）に合᱁して１年ᮍ‶であること。 

２ ⸆科学科の⸆科学特ู実習を履修する者は㸪ḟにᥖげるせ௳を‶たしていなければならない。 

(1) 教養教育科目の᭱ప修得単位数以ୖを修得していること。 

(2) ู⾲➨４の講義科目のうࡕ㸪ᚲ修科目から２㸶単位すべてཬび選択ᚲ修科目から３６単位以ୖ

を修得していること。 

(3) ู⾲➨４の実習科目１㸮単位すべてを修得していること。 

（༞業のせ௳） 

➨２３᮲ ⸆学科に６年以ୖᅾ学し㸪ู⾲➨１に定める᭱ప修得単位数以ୖを修得した者に対しては㸪

༞業を認定する。 

２ ⸆科学科に４年以ୖᅾ学し㸪ู⾲➨２に定める᭱ప修得単位数以ୖを修得した者に対しては㸪༞業

を認定する。 

（㌿学科） 
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第２４条 学生から転学科の願い出があったときは，別に定める資格要件等による審査を行い，転学科

を許可することがある。 

２ 転学科について必要な事項は，別に定める。 

（長期履修） 

第２５条 学則第３９条の規定により，学生が修業年限を超えて一定期間にわたり計画的に履修するこ

と（以下「長期履修」という。）を希望する場合は，これを認めることがある。 

２ 長期履修に関し必要な事項は，別に定める。 

（補則） 

第２６条 この規程の実施に関して必要な事項は，別に定める。 

附 則 この規程は，平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 この規程は，平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 １ この規程は，平成２４年４月１日から施行する。 

２ 平成２４年３月３１日現在本学部に在籍している者については，改正後の長崎大学薬学部規程の規

定にかかわらず，なお従前の例による。ただし，平成２４年度に限り，平成２３年度入学者の履修科

目の登録の上限として登録することのできる単位数の上限については，改正前の長崎大学薬学部規程

第１０条第１項中「第２年次 ４６単位まで」とあるのは「第２年次 ５０単位まで」と読み替えて

適用する。 

附 則 

１ この規程は，平成２５年４月１日から施行する。 

２ 平成２５年３月３１日現在本学部に在籍している者については，改正後の長崎大学薬学部規程の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則 

１ この規程は，平成２７年４月１日から施行する。 

２ 平成２７年３月３１日現在，本学部に在学している者については，改正後の長崎大学薬学部規程の

規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則 

１ この規程は，平成２７年５月１９日から施行する。 

２ 平成２７年３月３１日現在本学部に在籍している者については，改正後の別表第３の規定にかかわ

らず，なお従前の例による。 

附 則 

１ この規程は，平成２８年４月１日から施行する。 

２ 平成２８年３月３１日現在本学部に在学している者については，改正後の別表第１及び別表第２の

規定にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則 

１ この規程は，平成２９年４月１日から施行する。 

２ 平成２９年３月３１日現在本学部に在籍している者については，改正後の別表第３及び別表第４の

規定にかかわらず，なお従前の例による。 

３ 改正後の別表第３及び別表第４の規定は，平成２７年度及び平成２８年度入学者についても適用す

る。 

附 則 

１ この規程は，平成３０年４月１日から施行する。 

２ 平成３０年３月３１日現在本学部に在籍している者については，改正後の長崎大学薬学部規程の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 
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１ この規程は，平成３１年４月１日から施行する。 

２ 平成３１年３月３１日現在本学部に在籍している者については，改正後の長崎大学薬学部規程の規

定にかかわらず，なお従前の例による。 

  ただし，改正後の第１０条に規定する第３年次以㝆の履修科目の登録の上限୪びに改正後の別表第

３及び別表第４に規定する་薬ရሗ学のᶆ‽履修年次については，平成２６年度以㝆の入学者につ

いても適用する。 

附 則 

１ この規程は，௧２年４月１日から施行する。 

２ ௧２年３月３１日現在本学部に在籍している者については，改正後の長崎大学薬学部規程の規定

にかかわらず，なお従前の例による。 

附 則 

１ この規程は，௧３年４月１日から施行する。 

２ ௧３年３月３１日現在本学部に在籍している者については，改正後の長崎大学薬学部規程の規定

にかかわらず，なお従前の例による。 

 

 

 

 

 

附 則 
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ู⾲➨１     ⸆学科の教養教育科目ཬび専門教育科目の᭱ప修得単位数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

༊ 分 授業科目の༊分 ᭱ప修得単位数 ഛ  考 
教養教育 
科目 

教養基礎
科目 

教養ゼミナール科目 １  
情報科学科目 ２  
数理・デー࢚ࢧࢱンス科目 ２  
ᗣ・スポーࢶ科学科目 １  
キࣕリア教育科目 １  
プラࢱࢿリー࣊ルス科目 １  
እ国語科目 英語 ６  

ึ習እ国語 ２  

ᑠ  ィ １６  
モジュー
ル科目 

教養モジュールⅠ科目 ４  
教養モジュールⅡ科目 ４  

ᑠ  ィ 㸶  
選択科目 人文・社会科学科目                ４  

生・自↛科学科目 ２  

総合科学科目 㸮  

グローバル科目 㸮  

ᑠ  ィ ６  
ィ ３㸮  

専門教育科目 講義科目 ᚲ 修 㸷㸵  
選択ᚲ修 １２  

演習科目 ２  
実習科目 ３４  
༞業研究 １５  

ィ １６㸮  
合  ィ １㸷㸮  
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ู⾲➨２     ⸆科学科の教養教育科目ཬび専門教育科目の᭱ప修得単位数 

 

    
༊ 分 授業科目の༊分 ᭱ప修得単位数 ഛ 考 

教養教育 
科目 

教養基礎
科目 

教養ゼミナール科目 １  
情報科学科目 ２  
数理・デー࢚ࢧࢱンス科目 ２  
ᗣ・スポーࢶ科学科目 １  
キࣕリア教育科目 １  
プラࢱࢿリー࣊ルス科目 １  
እ国語科目 英語 ６  

ึ習እ国語 ２  

ᑠ  ィ １６  
モジュー
ル科目 

教養モジュールⅠ科目 ４  
教養モジュールⅡ科目 ４  

ᑠ  ィ 㸶  
選択科目 人文・社会科学科目               ４  

生・自↛科学科目 ２  
総合科学科目 㸮  
グローバル科目 㸮  

ᑠ  ィ ６  
ィ ３㸮  

専門教育科目 講義科目 ᚲ 修 ２㸶  
選択ᚲ修 ４３ 

 
 

演習科目 ２  
実習科目 １㸮  
༞業研究 １５  

ィ 㸷㸶  
合  ィ １２㸶  
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ู⾲➨３     ⸆学科の専門教育科目のྡ⛠㸪単位数ཬび標準履修年ḟ 

 

༊  分 授業科目ྡ 
単位数 

標準履修年ḟ 
ᚲ修 選択ᚲ修 選択 

講義科目 ⸆学ᴫ論Ⅰ ２   １ 

 ⸆学ᴫ論Ⅱ ２   １ 

 有ᶵ化学㸿 ２   １ 

 ⸆ရ分ᯒ化学Ⅰ ２   １ 

 生化学Ⅰ ２   １ 

 生⸆学 ２   １ 

 基礎有ᶵ化学 ２   １ 

 基礎生物学Ⅰ １   １ 

 基礎生物学Ⅱ １   １ 

 基礎物理化学 ２   １ 

 ⸆用᳜物学  １  １ 

 ᅾᏯケアᴫ論Ⅰ  １  １ 

 ᅾᏯケアᴫ論Ⅱ  １  １ 

 ᅾᏯ་⒪・⚟♴᪩期体験学習  １  １ 

 グローバル・コミュニケーション ,   １ １・２・３・４・５・６ 

 ⸆学Ⅰ ２   ２ 

 有ᶵ化学㹀 ２   ２ 

 有ᶵ化学㹁 ２   ２ 

 ᚤ生物学 １   ２ 

 生化学Ⅱ ２   ２ 

 生化学Ⅲ ２   ２ 

 ⸆ရ物理化学 ２   ２ 

 ⸆ရ分ᯒ化学Ⅱ ２   ２ 

 ⾨生⸆学Ⅰ ２   ２ 

 ⸆学⤫ィ学 ２   ２ 

 ⮫ᗋ་学ᴫ論Ⅰ １   ２ 

 ᨺᑕ化学Ⅰ １   ２ 

 ᨺᑕ化学Ⅱ １   ２ 

 生理・解๗学Ⅰ ２   ２ 

 生理・解๗学Ⅱ １   ２ 

 ་⒪倫理Ⅰ １   ２ 

 ⸆理学Ⅰ ２   ２ 

 ⮫ᗋ₎方学  １  ２ 

 ᗣ⸆科学ᴫ論  ２  ２ 

 有ᶵ㟁Ꮚ論  ２  ２ 

 分Ꮚ構造解ᯒ学  ２  ２ 

 生物物理化学  ２  ２ 

 ⮫ᗋ་学ᴫ論Ⅱ １   ３ 
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 有ᶵ化学㹂 ２   ３ 

 ⸆理学Ⅱ ２   ３ 

 ⾨生⸆学Ⅱ ２   ３ 

 ཎᚤ生物学 １   ３ 

 ⣽⬊生物学 ２   ３ 

 ⸆学Ⅱ ２   ３ 

 ⸆学Ⅲ ２   ３ 

 ⸆物⒪学Ⅰ ２   ３ 

 ⸆物⒪学Ⅱ 

 

２ 

 

  ３ 

 化学⒪法学 １   ３ 

 ་⒪倫理Ⅱ １   ３ 

 ་⸆ရ情報学 ２   ３ 

 分Ꮚ生物学 ２   ３ 

 ⸆理学Ⅲ ２   ３ 

 ኳ↛物化学  ２  ３ 

 生物有ᶵ化学  ２  ３ 

 グローバル・コミュニケーションⅡ   １ ３ 

 創⸆科学㸿  ２  ３ 

 ⮫ᗋ⸆学 , １   ３ 

 ་⒪⸆物代ㅰ学 １   ４ 

 ච学 １   ４ 

 ⸆理学ϫ ２   ４ 

 ⮫ᗋ᳨ᰝ学 ２   ４ 

 実㊶⸆学Ⅰ ２   ４ 

 実㊶⸆学Ⅱ ２   ４ 

 ⸆物⒪学Ⅲ  㸮．５  ４ 

 ⸆物⒪学ϫ ２   ４ 

 ⸆物⒪学Ϭ ２   ４ 

 ་⸆ရ評価学 ２   ４ 

 ⸆事㛵㐃法つ ２   ４ 

 ་⒪コミュニケーション １   ４ 

 ⮫ᗋ⸆学Ⅱ ２   ４ 

 ᅾᏯ་⒪実㊶学 １   ６ 

 ་⒪⸆学総合演習 ２   ６ 

 ᑠ    ィ 㸷㸵 １㸷．５ ２  

演習科目 科学英語 １   ３(ᚋ期)・４ 

 ་⒪実験ィ⏬法 １   ４ 

 ᑠ    ィ ２    

実習科目 ⸆学基礎実習（物理・分ᯒ・⾨生・ 

  ⸆⣔） 

３   ２(ᚋ期)㹼３ 

 ⸆学基礎実習（有ᶵ⣔） ３   ２(ᚋ期)㹼３ 

17



- 1� - 
 

 ⸆学基礎実習（生物・⸆理⣔） ４    ２(ᚋ期)㹼３ 

 実ົ実習（事前実習） ４   ４ 

 実ົ実習（㝔・⸆ᒁ実習） ２㸮   ４(ᚋ期)㹼５ 

 高ḟ⮫ᗋ実ົ実習Ⅰ   ２ ５ 

 高ḟ⮫ᗋ実ົ実習Ⅱ   ２ ６ 

 ᑠ    ィ ３４  ４  

༞業研究 ་⒪⸆学特ู実習 １５   ５㹼６ 

合   ィ １４㸶 １㸷．５ ６  
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ู⾲➨４      ⸆科学科の専門教育科目のྡ⛠㸪単位数ཬび標準履修年ḟ 

   

༊  分 授業科目ྡ 
単位数 

標準履修年ḟ 
ᚲ修 選択ᚲ修 選択 

講義科目 ⸆学ᴫ論Ⅰ ２   １ 

 ⸆学ᴫ論Ⅱ ２   １ 

 有ᶵ化学㸿 ２   １ 

 ⸆ရ分ᯒ化学Ⅰ ２   １ 

 生化学Ⅰ ２   １ 

 生⸆学 ２   １ 

 基礎有ᶵ化学 ２   １ 

 基礎生物学Ⅰ １   １ 

 基礎生物学Ⅱ １   １ 

 基礎物理化学 ２   １ 

 ⸆用᳜物学  １  １ 

 グローバル・コミュニケーション ,   １ １・２・３・４ 

 ⸆学Ⅰ ２   ２ 

 有ᶵ化学㹀  ２  ２ 

 有ᶵ化学㹁  ２  ２ 

 ᚤ生物学 １   ２ 

 生化学Ⅱ  ２  ２ 

 生化学Ⅲ  ２  ２ 

 ⸆ရ物理化学 ２   ２ 

 ⸆ရ分ᯒ化学Ⅱ  ２  ２ 

 ⾨生⸆学Ⅰ ２   ２ 

 ⸆学⤫ィ学  ２  ２ 

 ⮫ᗋ་学ᴫ論Ⅰ  １  ２ 

 ᨺᑕ化学Ⅰ １   ２ 

 ᨺᑕ化学Ⅱ  １  ２ 

 生理・解๗学Ⅰ  ２  ２ 

 生理・解๗学Ⅱ  １  ２ 

 ་⒪倫理Ⅰ  １  ２ 

 ⸆理学Ⅰ ２   ２ 

 ⮫ᗋ₎方学  １  ２ 

 ᗣ⸆科学ᴫ論  ２  ２ 

 有ᶵ㟁Ꮚ論  ２  ２ 

 分Ꮚ構造解ᯒ学  ２  ２ 

 生物物理化学  ２  ２ 

 

 

⮫ᗋ་学ᴫ論Ⅱ  １  ３ 

有ᶵ化学㹂  ２  ３ 

 ⸆理学Ⅱ  ２  ３ 

 ⾨生⸆学Ⅱ  ２  ３ 
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 ཎᚤ生物学  １  ３ 

 ⣽⬊生物学  ２  ３ 

 ⸆学Ⅱ  ２  ３ 

 ⸆学Ⅲ  ２  ３ 

 ⸆物⒪学Ⅰ  ２  ３ 

 ⸆物⒪学Ⅱ  ２  ３ 

 化学⒪法学  １  ３ 

 ་⒪倫理Ⅱ  １  ３ 

 分Ꮚ生物学  ２  ３ 

 ኳ↛物化学  ２  ３ 

 生物有ᶵ化学  ２  ３ 

 創⸆科学㸿  ２  ３ 

 創⸆科学㹀  ２  ３ 

 ་⸆ရ情報学  ２  ３ 

 ⸆理学Ⅲ  ２  ３ 

 グローバル・コミュニケーションⅡ   １ ３ 

 ච学  １  ４ 

 ་⒪⸆物代ㅰ学  １  ４ 

 ་⸆ရ評価学  ２  ４ 

 ་⒪コミュニケーション  １  ４ 

 ᑠ    ィ ２㸶 ６㸵 ２  

演習科目 科学英語 １   ３(ᚋ期)・４  

 実験ィ⏬法 １   ４ 

 ᑠ    ィ ２    

実習科目 ⸆学基礎実習（物理・分ᯒ・⾨生・ 

  ⸆⣔） 

３   ２(ᚋ期)㹼３ 

 ⸆学基礎実習（有ᶵ⣔） ３   ２(ᚋ期)㹼３ 

 ⸆学基礎実習（生物・⸆理⣔） ４   ２(ᚋ期)㹼３ 

 ᑠ    ィ １㸮    

༞業研究 ⸆科学特ู実習 １５   ４ 

合   ィ ５５ ６㸵 ２  

 

20



 � �� �

  ⸆学㒊教科の履修について 
 
Ⅰ 学科の特Ⰽ 
１．⸆学科 

⸆学科では、ᝈ者のために高度かつ㐺ṇな⸆物⒪を実㊶し、地域་⒪において

も責任ある役割を担う་⒪人として、豊かな人間性と専門知識・技能・態度をഛえ

た高㈨㉁な⸆ᖌ養成を目ᣦしている。そのため、እ国語、情報科学、ཬび自主的

に考え、㆟論し、発信する能力を養うアクティブ・ラーニングを取り入れた科目⩌

で構成される教養教育科目にຍえ、有ᶵ化学、生物学、物理化学などの専門基礎科

目、⾨生⸆学、⸆物⒪学、ච学、⸆学、་⒪コミュニケーション、ᅾᏯ་⒪

実㊶学などの⮫ᗋ⸆学⣔ᛂ用科目、ཬび実ົ実習（㝔・⸆ᒁ実習）、་⒪⸆学特

ู実習などの修得を㏻ࡌてディプロマ・ポリシーにある能力を身につけるためのカ

リキュラムが組まれている。 
⸆学教育モデル・コアカリキュラム（長崎大学⸆学㒊࣍ーム࣌ージЍᅾ学生のⓙ様へ

Ѝཷ講ෆ） 
６年ไ⸆学教育を実施するୖでᚲせ᭱少㝈の学習ෆᐜを♧しているもの。講義単

位（ࣘニット）ࡈとに一⯡目標（GIO、学習者が学習することによって得る成果）

が♧してあり、それぞれのࣘニットࡈとに฿達目標（SBOs、一⯡目標に฿達する

ためにᚲせなල体的な行動）がグ㍕してある（日本⸆学会）。⸆学科においては、

選択ᚲ修科目をྵむとࢇどの講義が⸆学教育モデル・コアカリキュラムの฿達目

標をྵࢇでいる。履修にあたってはすべての SBOs を修得すること。 
２．⸆科学科 

⸆科学科では、創⸆科学を基盤とする研究者や技⾡者として、ᗈ⠊な分野で

活㌍できる人材の育成を目ᣦしている。そのため、እ国語、情報科学、ཬび自主

的に考え、㆟論し、発信する能力を養うアクティブ・ラーニングを取り入れた科目

⩌で構成される教養教育科目にຍえ、有ᶵ化学、生化学、物理化学、分ᯒ化学など

の生科学における専門基礎科目、創⸆科学、分Ꮚ生物学、ኳ↛物化学、⾨生⸆学、

⸆学、⸆理学などのᛂ用科目、ཬび⸆科学特ู実習などの実習科目の修得を㏻ࡌ

てディプロマ・ポリシーにある能力を身につけるカリキュラムが組まれている。 
大学教育の分野ู㉁ಖドのための教育課程編成ୖのཧ↷基準 ⸆学分野（４年ไ教育

を୰心として）（長崎大学⸆学㒊࣍ーム࣌ージЍᅾ学生のⓙ様へЍཷ講ෆ） 
⸆科学科で学ࡪ་⸆ရの創〇を担う創⸆科学は、生に㛵わる物㉁ཬびその

生体との┦స用を対㇟とする学問である⸆学の根ᖿをなし、生科学のᛂ用

として展開されるㅖ領域の୰でも先➃に位⨨づけられる。このཧ↷基準は、そ

のような領域で活㌍する人材を養成するための４年ไ⸆学教育の特性として

生倫理・研究倫理ࠕ 物理、化学、生物を基盤とする学問体⣔ࠕࠖ、 先➃研ࠕࠖ、

究と実用化の᥋点 ンス（་⸆ရ・་⒪ᶵჾ・化⢝ရ࢚ࢧュラトリーࢠレࠕࠖ、

等のရ㉁・有ຠ性・Ᏻ全性確ಖのための科学的方法の研究や試験法の開発、さ

らに実際のつไのためのデーࢱのస成と評価を行う評価科学）ࠖࠕ他分野との㐃

ᦠ グローバルな視点ࠕࠖ、 ༞業ᚋの㐍㊰の多様性と職業的意義ࠖを挙げていࠕࠖ、

る。 
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Ⅱ 単位ไ 
 大学は学修の修を単位の認定によって行っている。大学を༞業するには、一定の年

㝈ෆに、定められている一定数以ୖの単位を修得するᚲせがある。 
 １単位とは、授業と自Ꮿ等の学習を合わせた標準４５時間の学習をせするෆᐜをもっ

て構成されており、授業の実施形態によりḟのように定めている。 
 ㏻ᖖの講義・・・教ᐊෆでの授業１５時間㸩自Ꮿ等での学習３㸮時間 ۑ 

 演習・・・・・・教ᐊෆでの授業３㸮時間㸩自Ꮿ等での学習１５時間 ۑ
実習・・・・・・教ᐊෆでの授業３㸮時間(⸆学㒊では教育ຠ果を考៖して時間 ۑ

数を変᭦している。) 
 
Ⅲ 修得すべき単位数（᭱ప修得単位数） 

１．⸆学科 

教養教育科目３㸮単位以ୖ、講義科目１㸮㸷単位以ୖ、演習科目２単位、実習科

目３４単位、༞業研究１５単位、ィ１㸷㸮単位以ୖを༞業にᚲせな単位数とする。 

２．⸆科学科 
教養教育科目３㸮単位以ୖ、講義科目㸵１単位以ୖ、演習科目２単位、実習科目

１㸮単位、༞業研究１５単位、ィ１２㸶単位以ୖを༞業にᚲせな単位数とする。 
 
ϫ 履修方法 

全学年にᚲ修科目、選択ᚲ修科目、選択科目が㓄分されているので、まࡎᚲ修科目の

修得にດめること。そのୖでᡤ定の選択ᚲ修科目を༞業年ḟまでに履修すること。⸆科

学科の学生は༞業にᚲせな講義科目㸵１単位を１~３年ḟで修得しておくことがᮃまし

い。単位ไであるので講義に㛵してはどの講義もཎ๎としてཷ講できるが、その選択に

当たっては大学入学の目的にᚑって、より有意義な履修方法をとること。 
⸆学㒊༞業ᚋの㐍㊰は多ᒱにΏっている。ᚑって科目の選択に当たっては、将来の方

向に㛵㐃῝い科目を履修するのも一つの方法ではあるが、知識が೫ってしまうことのな

いよう、␗なる分野の科目を選ࡪことも大変有意義なことであり、将来大いに役立つも

のである。 
講義ෆᐜを༑分理解するためには選択㡰や組ࡳ合わせ方について考៖するᚲせがあ

るので、シラバス等を⇍ㄞし、ྛ講義の担当教員とよく┦ㄯすること。 
履修Ⓩ㘓 
履修Ⓩ㘓は、NU-Web システムにて、前期、ᚋ期それぞれの履修Ⓩ㘓期間に行う。

１Q および２Q のク࢛ーࢱーไ科目は前期履修Ⓩ㘓期間に、３Q および４Q のク࢛ーࢱ

ーไ科目はᚋ期履修Ⓩ㘓期間にⓏ㘓する。 
また、⸆学基礎実習３科目はすべて２年ḟᚋ期に履修Ⓩ㘓する。Ⓩ㘓期間は、ᥖ♧に

より࿘知する。  NU-Web システム㸸https://nuweb.nagasaki-u.ac.jp/   
ྛ科目の講義ෆᐜは NU-Web システムୖのシラバスでཧ↷することができる。シラ

バスは下グ website でもぢることができる。  
長崎大学⸆学㒊Ѝᅾ学生のⓙ様へЍཷ講ෆЍシラバス 
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Ḟᖍ 
授業を行ったᅇ数の３分の１を超えてḞᖍすると、その科目のཷ験㈨᱁が認め

られない。たࡔし、Ḟᖍの理⏤がᚷᘬ、Ẽその他やむを得ないものである場合

は、ᒆฟによりḞᖍ時数を考៖することがある。やむを得ない理⏤でḞᖍする場

合は⸆学⣔事ົᐊ学ົ担当者に㐃⤡し、ཎ๎としてḞᖍᚋ３日以ෆにḞᖍᒆを提

ฟすること。なおẼの場合、デ᩿᭩などの提ฟを求められる場合がある。 

⿵講 
授業はཎ๎としてྛ年度にస成される時間割に準ࡌて行われるが、やむを得ない事情

でఇ講となることがある。その場合、定められた授業時間を確ಖするためにูの時間に

⿵講を行う。ఇ講ཬび⿵講に㛵する情報はᥖ♧により㝶時㏻知する。ྎ㢼、積㞷その他

 の事態により全学的ఇ講ᥐ⨨が取られた際にも⿵講を行うが、㏻ᖖ日に行うことが

ᅔ㞴な場合には、ᅵ᭙日に⿵講を行うことがある。 
試験 
考ᰝに合᱁となった者について、試験⤊ᚋから成績確定までの期間に試験を行

うことがある。試験は担当教員の量のもと行われるものであり、すべての科目につ

いて行われるものではない。 
履修 
履修すべき授業科目のうࡕ、合᱁となった科目については、ḟ年度以㝆にࠕ履修ࠖ

する。 
選択科目 
選択科目のグローバルコミュニケーション I および II はእ国語科目で、I では国際交

流事業へのཧຍを単位として認定し、II では英語᳨定試験のཷ験をᨭする。⸆学㒊専

門教育における選択科目は༞業せ௳にྵまれない。 
自⏤科目 
他の学科にᒓする専門教育科目を履修する場合は、事前に学ົ担当で手続きをして当

ヱ専門教育科目担当教員のチ可をཷけたᚋ自⏤科目として履修する。なお、自⏤科目の

認定単位は、༞業にᚲせな単位には認めない。 
 

Ϭ 履修科目のⓏ㘓のୖ㝈 
 単位ไ度をཝ᱁に㐠用するために、履修Ⓩ㘓単位数にไ㝈がタけてある。この目的は、

自主的に学習する時間をቑやし、教育ຠ果を高めることにある。ᚑってこのไ度を༑分

活用して、自Ꮿ等でのண習習を実させ授業にᮃむこと。 
履修科目としてⓏ㘓することのできる単位数のୖ㝈は、１学年当たり、教養教育科 ۑ

目ཬび専門教育科目を合わせて、➨１年ḟにあっては５２単位まで、➨２年ḟにあっ

ては５１単位まで、３年ḟ以㝆にあっては４２単位までと定めてある。たࡔし、㞟୰

講義により開講される授業科目、演習科目ཬび実習にあっては、この㝈りでない。 
 ᡤ定の単位をඃれた成績をもって修得したと学㒊長が認めた学生については、ୖグ ۑ
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に定められた単位数を超えて履修科目のⓏ㘓を行うことができる。 
 
ϭ 試験成績の発⾲ 
 試験の成績は、前期、ᚋ期それぞれに NU-Web システムにて確認すること。 

学業成績確認ᚋ、成績結果に義がある場合は、成績義ཷ期間に教養教育科目に

あっては教養教育事ົᐊに、専門科目にあっては⸆学⣔事ົᐊ学ົ担当に問い合わせる

こと。  ۑ 成績の確認（NU-Web システム）㸸https://nuweb.nagasaki-u.ac.jp/  
 
Ϯ ṇ行Ⅽに㛵するᥐ⨨ 
 考ᰝにおいて、ṇ行Ⅽを行った者には、長崎大学⸆学㒊つ程➨１㸵᮲に基づきࠕ⸆

学㒊の考ᰝ等にಀる学生のṇ行Ⅽの取ᢅいに㛵するෆつ （ࠖ㹎．３６ཧ↷）によりᚲ

せなᥐ⨨を行う。 
ṇ行Ⅽの事実が認定された場合、ྠ ෆつにつ定するとおり、その期に履修した⸆学

㒊のすべての授業科目についてその考ᰝを↓ຠとし、⸆学㒊の単位として認めない取ᢅ

いとなる。 
 なお、➨１ク࢛ーࢱー（ཪは➨３ク࢛ーࢱー）の考ᰝでṇ行Ⅽが確認された学生に

対するᥐ⨨については、前期科目（ཪはᚋ期）ཬび➨２ク࢛ーࢱー（ཪは➨４ク࢛ーࢱ

ー）の履修科目をྵめてその考ᰝを↓ຠとし、➨２ク࢛ーࢱー（ཪは➨４ク࢛ーࢱー）

の考ᰝでṇ行Ⅽが確認された学生に対するᥐ⨨については、前期科目（ཪはᚋ期）ཬ

び➨１ク࢛ーࢱー（ཪは➨３ク࢛ーࢱー）の履修科目をྵめてその考ᰝを↓ຠとする。 
 
ϯ ㌿学科 

本学㒊での㌿学科を希ᮃする学生については、㌿学科を希ᮃしようとする学科にḞ員

がある場合に㝈り、ḟの㈨᱁せ௳等をᑂᰝし、㌿学科をチ可することがある。 

学生から㌿学科の㢪いฟがあったときは、大学入学ᚋの１年ḟཬび２年ḟのᚲ修科目

ཬびணめᣦ定した科目（⸆科学科は、有ᶵ化学㹀、有ᶵ化学㹁、生化学Ⅱ、生化学Ⅲ、

⸆ရ分ᯒ化学Ⅱ、⸆学⤫ィ学、⮫ᗋ་学ᴫ論Ⅰ、ᨺᑕ化学Ⅱ、生理・解๗学Ⅰ、生理・

解๗学Ⅱ、་⒪倫理Ⅰの１２科目。⸆学科はᣦ定科目なし。）の成績からᑂᰝのうえ、

決定する。 

  ձ 対㇟者は、ྛ学科の学生定員のうࡕⱝᖸྡとする。 
  ղ ２年ḟから３年ḟへの㐍⣭時において行う。 
  ճ 学ᰯ᥎⸀ᆺ選ᢤにより入学した学生は対㇟としない。 
ͤᅾ学できる期間について、⸆科学科から⸆学科への㌿学科を２年ḟから３年ḟ㐍⣭ 
時にチ可された学生は、㌿学科ᚋは、㸶年間までしかᅾ学できない。また、㌿学科ᚋ 
のఇ学は、４年間までしかできない。 
 

ϰ ポート࢛ࣇリ࢜ 
࢜リ࢛ࣇポートࠕ  とࠖは、本来、ᣢࡕ㐠び可能な᭩㢮入れやࣇルなどを意する。

教育の⌧場では、えば、学生の学修に㛵わる成果物を㞟めて、自分のṌࡳ、成長の㐣

程を一ඖ化して⟶理しておくものをᣦす。ポート࢛ࣇリ࢜により、自ᕫの活動グ㘓がṧ

っていれば、ࠕ㐣ཤの自分ࠖとࠕ⌧ᅾの自分ࠖをẚ㍑し、自ᕫ評価することで、ࠕఱ

をやるべきか どのようにやるのかࠕࠖ なࠖどがわかり、ḟのステップへ㐍ࡳやすくなる。 
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 長崎大学では、学修成果やキࣕリアへのṌࡳなどに㛵してࠕ学修ポート࢛ࣇリࠖ࢜と

して提౪し、グ㘓やその評価をᨭしている。学生は、ྛ学期⤊ᚋの一定期間に、学

修の積ࡳ㔜ࡡや┬ᐹなどを入力する。さらに、学生のࢧポーࢱーというポジションから、

࣓ンࢱー（ᨭ教員等）が学生の自ᕫ評価にࣇࠕィーࢻバックࠖする。 

研究ᐊ㓄ᒓᚋは、研究ᐊの主任ᣦᑟ教員が࣓ンࢱーとなる。学生は、༞業研究の㐍ᤖ

≧ἣおよび成果をྛ学期⤊ᚋにポート࢛ࣇリ࢜にಖᏑする。᭱ ⤊的に、༞業論文を学

生がポート࢛ࣇリ࢜にಖᏑし、主任ᣦᑟ教員が評価する。 

 

ϱ  講義時のマナーについて 
講義୰は、担当教員のᣦ♧もしくはチ可があった場合を㝖き、以下の行Ⅽはཎ๎⚗Ṇ

とする。 

 講義のᙳ・㘓⏬・㘓㡢ࠐ 

 講義୰の㣧㣗（⤥水は可）ࠐ
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䛆薬学科　ᒚ修䛇 䛆薬科学科　ᒚ修䛇
䛊๓ᮇ䛋 䛊ᚋᮇ䛋 䛊๓ᮇ䛋 䛊ᚋᮇ䛋
講義ྡ ༢数 講義ྡ ༢数 講義ྡ ༢数 講義ྡ ༢数

必修 初年次䝉ミナー 㻝 選択 教養䝰䝆ュールⅠ 㻞 必修 初年次䝉ミナー 㻝 選択 教養䝰䝆ュールⅠ 㻞

必修 健康科学 㻝 選択 教養䝰䝆ュールⅠ 㻞 必修 健康科学 㻝 選択 教養䝰䝆ュールⅠ 㻞

必修 情報基礎 㻞 必修 英語 㻝 必修 情報基礎 㻞 必修 英語 㻝

必修 キャリア入㛛 㻝 必修 英語 㻝 必修 キャリア入㛛 㻝 必修 英語 㻝

必修 データサイエンス概論 㻝 必修 初習外国語 㻝 必修 データサイエンス概論 㻝 必修 初習外国語 㻝

必修 統計学概論 㻝 選択 選択科目 㻞 必修 統計学概論 㻝 選択 選択科目 㻞

必修 プラネタリーヘルス入㛛 㻝 必修 プラネタリーヘルス入㛛 㻝

必修 英語 㻝 必修 英語 㻝

必修 英語 㻝 必修 英語 㻝

必修 初習外国語 㻝 必修 初習外国語 㻝

選択 選択科目 㻞 選択 選択科目 㻞

必修 薬学概論Ⅰ 㻞 必修 有機化学Ａ 㻞 必修 薬学概論Ⅰ 㻞 必修 有機化学Ａ 㻞

必修 薬品分析化学Ⅰ 㻞 必修 生化学Ⅰ 㻞 必修 薬品分析化学Ⅰ 㻞 必修 生化学Ⅰ 㻞

必修 基礎有機化学 㻞 必修 薬学概論Ⅱ 㻞 必修 基礎有機化学 㻞 必修 薬学概論Ⅱ 㻞

必修 基礎生物学Ⅰ 㻝 必修 基礎物理化学 㻞 必修 基礎生物学Ⅰ 㻝 必修 基礎物理化学 㻞

必修 基礎生物学Ⅱ 㻝 必修 生薬学 㻞 必修 基礎生物学Ⅱ 㻝 必修 生薬学 㻞

選必 薬用植物学 㻝 選必 薬用植物学 㻝

必修 英語 㻝 必修 英語 㻝

必修 英語 㻝 必修 英語 㻝

選択 選択科目 㻞 選択 選択科目 㻞

選択 教養䝰䝆ュールⅡ 㻞 選択 教養䝰䝆ュールⅡ 㻞

選択 教養䝰䝆ュールⅡ 㻞 選択 教養䝰䝆ュールⅡ 㻞

必修 薬品物理化学 㻞 必修 薬品分析化学Ⅱ 㻞 必修 薬品物理化学 㻞 選必 薬品分析化学Ⅱ 㻞

必修 有機化学B 㻞 必修 放射化学Ⅱ 㻝 選必 有機化学B 㻞 選必 放射化学Ⅱ 㻝

必修 生化学Ⅱ 㻞 必修 衛生薬学Ⅰ 㻞 選必 生化学Ⅱ 㻞 必修 衛生薬学Ⅰ 㻞

必修 薬剤学Ⅰ 㻞 必修 有機化学C 㻞 必修 薬剤学Ⅰ 㻞 選必 有機化学C 㻞

必修 生理・解剖学Ⅰ 㻞 必修 生化学Ⅲ 㻞 必修 微生物学 㻝 選必 生化学Ⅲ 㻞

必修 生理・解剖学Ⅱ 㻝 必修 臨床医学概論Ⅰ 㻝 必修 放射化学Ⅰ 㻝 選必 臨床医学概論Ⅰ 㻝

必修 微生物学 㻝 必修 医療倫理Ⅰ 㻝 選必 臨床漢方学 㻝 選必 薬学統計学 㻞

必修 放射化学Ⅰ 㻝 必修 薬学統計学 㻞 選必 有機電子論 㻞 必修 薬理学Ⅰ 㻞

選必 臨床漢方学 㻝 必修 薬理学Ⅰ 㻞 選必 生物物理化学 㻞

選必 健康薬科学概論 㻞 選必 生物物理化学 㻞 選必 分子構造解析学 㻞

選必 分子構造解析学 㻞

必修 衛生薬学Ⅱ 㻞 必修 病原微生物学 㻝 選必 分子生物学 㻞 選必 天然物化学 㻞

必修 有機化学㻰 㻞 必修 薬理学Ⅲ 㻞 選必 衛生薬学Ⅱ 㻞 選必 薬理学Ⅲ 㻞

必修 細胞生物学 㻞 必修 薬剤学Ⅲ 㻞 選必 有機化学㻰 㻞 選必 創薬科学B 㻞

必修 薬剤学Ⅱ 㻞 必修 薬物治療学Ⅱ 㻞 選必 薬剤学Ⅱ 㻞 選必 病原微生物学 㻝

必修 薬物治療学Ⅰ 㻞 必修 化学療法学 㻝 選必 薬理学Ⅱ 㻞 選必 生物有機化学 㻞

必修 臨床医学概論Ⅱ 㻝 必修 臨床薬学Ⅰ 㻝 選必 細胞生物学 㻞 選必 医薬品情報学 㻞

必修 医療倫理Ⅱ 㻝 必修 医薬品情報学 㻞 選択 䡴ﾞ䢗ｰ䢆ﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 㻝 選必 創薬科学A 㻞

必修 分子生物学 㻞 選必 天然物化学 㻞

必修 薬理学Ⅱ 㻞 選必 生物有機化学 㻞

選択 䡴ﾞ䢗ｰ䢆ﾞﾙ・ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝⅡ 㻝 選必 創薬科学A 㻞

必修 科学英語 㻝 必修 科学英語 㻝

必修 免疫学 㻝 必修 実㊶薬学Ⅱ 㻞 選必 免疫学 㻝

必修 薬理学䊣 㻞 必修 薬物治療学䊣 㻞

必修 実㊶薬学Ⅰ 㻞 必修 薬物治療学䊤 㻞

必修 医療薬物代謝学 㻝 必修 薬事㛵㐃法つ 㻞

必修 臨床᳨ᰝ学 㻞 必修 医療ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ 㻝

必修 医薬品評価学 㻞 必修 実ົ実習（事๓実習） 㻠

必修 臨床薬学Ⅱ 㻞

選必 薬物治療学Ⅲ 㻜㻚㻡 必修 㻝

必修 㻝 必修 㻝㻡

選択 高次臨床実ົ実習Ⅰ 㻞 （༢⥲計䠖㻝㻟㻠）

必修 㻞㻜 最ప修得༢数䠖㻝㻞㻤

必修

必修 ᅾᏯ医療実㊶学 㻝

必修 医療薬学⥲ྜ₇習 㻞

選択 高次臨床実ົ実習Ⅱ 㻞

必修 㻝㻡

（༢⥲計䠖㻝㻥㻣㻚㻡）

最ప修得༢数䠖㻝㻥㻜

䈜科目の開講ᮇに䛴いてはኚ᭦となるሙྜが䛒る。

実験計画法

薬科学特別実習医療実験計画法

㻟

㻠

㻟

必修
薬学基礎実習（生物・薬
理系）䈜

㻠

必修
薬学基礎実習（有機系）
䈜

３
年
次

ᑓ
㛛

卒業ᚋの㐍㊰䠖〇薬業の医療情報ᢸᙜ⪅や医薬品㈍ဨ
　　　　　　　　　　㻌や㣗品㛵㐃業のᢏ⾡⪅など

ᑓ
㛛

卒業ᚋの㐍㊰䠖学㝔に㐍学し、ᑗ᮶、先端医療の臨床薬
　　　　　　　　　　剤ᖌや学の教ဨなど

䠒
年
次

ᑓ
㛛

卒業ᚋの㐍㊰䠖学㝔に㐍学し、ᑗ᮶、〇薬業の研究⪅、
　　　　　　　　　　学の教ဨなど

䈜薬学基礎実習（有機系）・（生物・薬理系）に䛴いては䠈２年次ᚋᮇᒚ修
　Ⓩ㘓ᮇ㛫に䛚いてᒚ修Ⓩ㘓すること。

卒業ᚋの㐍㊰䠖病㝔・ㄪ剤薬ᒁの薬剤ᖌなど

４
年
次

ᑓ
㛛

４
年
次

医療薬学特別実習（䠑䡚䠒年次⥅⥆）

䠑
年
次

ᑓ
㛛

医療薬学特別実習（䠑䡚䠒年次⥅⥆）

実ົ実習㻔病㝔・薬ᒁ実習）

３
年
次

必修
薬学基礎実習（有機系）
䈜

必修

２
年
次

薬学基礎実習（生物・薬
理系）䈜

ᑓ
㛛

ᑓ
㛛

教
養

２
年
次

必修
薬学基礎実習（物理・分
析・衛生・薬剤系）

㻟 㻟必修
薬学基礎実習（物理・分
析・衛生・薬剤系）

ᑓ
㛛

教
養

༊分 ༊分

㻝
年
次

教
養

㻝
年
次

教
養

ᑓ
㛛

ᑓ
㛛

� �6 �
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ϲ ⸆学ඹ用試験の実施ෆᐜについて（⸆学科） 
６年ไ⸆学教育では、これまでのぢ学ᆺ実ົ実習からཧຍᆺの長期実ົ実習を目ᣦし

ている。 

ཧຍᆺの長期実ົ実習では、⸆ᖌචチをᣢたない学生が調業ົや᭹⸆ᣦᑟを学ࡪ

（体験する）ことになるため、㐪法性の㜼༷と社会へのㄝ᫂責任を果たし、学生の㉁を

ಖドすることを目的として全国で⸆学ඹ用試験が行われる。 

 

 㸸㸺知識ཬび問題解決能力の評価㸼(RPSXWHU�%DVHG 7HVWLQJ&)7%& ۔

  ⸆学科４年生のᚋ༙に実施される試験で、コンࣆューࢱーをってそれまでに学

習した全ての領域からฟ題されるマーク式の総合試験である。 

  試験はプールされている問題から↓సⅭにฟ題されるため、ྲཱྀ 験者ࡈとに␗なる

問題がฟ題される。 

  試験の形式は⫥択一で、ฟ題数はཷ験者あたり３１㸮題（１題あたり⣙１分）。 

 

 2EMHFWLYH 6WUXFWXUHG &OLQLFDO ([DPLQDWLRQ)㸸㸺技能・態度の評価㸼）)&26 ۔

  ⸆学科４年生のᚋ༙に実施される試験で、実技試験を用いて、技能や態度を評価

する試験である。 

  試験は６ステーション（１．ᝈ者ᛂ対、２．⸆の調（ᩓ）、３．⸆の調

（水等）、４．調┘ᰝ、５．↓⳦᧯సの実㊶、６．情報の提౪）で行われる。 

  ྛステーションでは、学生１人あたり５㹼１㸮分程度の課題が与えられる。 

 

ͤ これらの試験は事実ୖ、５年生の長期実ົ実習を履修するための大きな㛵門であ

り、このቨを㉺えなければ長期実ົ実習を行うことはできない。 
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   長崎大学におࡅる学生のᠬᡄに関するᣦ㔪 

 

                            平成２０年９月２６日 

学  長    定 

                             改正 平成２１年７月２４日 

                             改正 平成２６年２月２０日 

改正 平成２７年１月２９日 

改正 平成３０年１月１６日 

改正 ௧ඖ年７月１６日 

 

                                                      

１ 目的 

   このᣦ㔪は，長崎大学学則（平成 16 年学則第１ྕ。）以下「学則」という。）  

第５０条及び長崎大学大学㝔学則（平成 16 年学則第２ྕ。）以下「大学㝔学則」  

という。）第３８条にᇶ࡙いて行う学生のᠬᡄฎศの適正及びබ正をᅗるために  

必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２ ᠬᡄのᑐ㇟ 

  ᠬᡄのᑐ㇟となりうる事件࣭事ᨾ等は次のྛྕにᥖࡆるものとする。 

 （１）ฮ事事件 

 （２）㏻事ᨾ 

 のᠬᡄฎศに┦ᙜする事件࣭事ᨾ等ࡑ（３） 

 

３ ᠬᡄの✀㢮 

  ᠬᡄの✀㢮は，㏥学，学及びカ࿌とする。 

（１）㏥学 学生としての㌟ศをዣする。 

（２）学 ☜定期限をす᭷期の学と↓期の学からなり，学期間中は登学      

を⚗Ṇする。 

（３）カ࿌ ᩥ᭩によりὀពをえ，ᑗ᮶をᡄめる。 

 

４ ᠬᡄの要ྰ等のỴ定 

学則第５０条及び大学㝔学則第３８条に規定するᠬᡄᑐ㇟行ⅭのᏑྰを認定す

る必要があり，ᠬᡄの✀㢮及びෆᐜをỴ定するにᙜたっては，ཎᅉ行Ⅽの「ᝏ㉁ᛶ」

をุ᩿した上で，⤖ᯝの「㔜大ᛶ」を⥲合的に຺してỴ定するものとする。 

 

５ ᠬᡄのᑐ㇟となる事件事ᨾ 

（１）ᠬᡄの目Ᏻ 

 ձ 事件事ᨾのཎᅉ行Ⅽがᝏ㉁で，ࡑの⤖ᯝに㔜大ᛶが認められる場合 

     ㏥学ཪは学 

  ղ 事件事ᨾのཎᅉ行Ⅽはᝏ㉁であるが，ࡑの⤖ᯝに㔜大ᛶが認められない場合 

     学ཪはカ࿌ 

ճ 事件事ᨾのཎᅉ行Ⅽはᝏ㉁なものではないが，ࡑの⤖ᯝに㔜大ᛶが認められ   

る場合 

     カ࿌ 
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  մ 前ձ，ղ，ճのいずれにもヱᙜしない場合 

学部，◊✲科，⇕ᖏ་学◊✲ᡤ，␃学生ᩍ⫱࣭ᨭ࣮ࢱࣥࢭ及び大学ᩍ⫱

のᣦᑟ（学部等の長（。以下「学部等」という）࣮ࢱࣥࢭࣥࣙࢩ࣮࣋ࣀ

のཝ㔜ὀព）  

 （２）ᝏ㉁ᛶのุ᩿ 

ཎᅉ行Ⅽの「ᝏ㉁ᛶ」の᭷↓は，ຍᐖ者たる学生のᙜヱ行Ⅽにᑐするែ度，

行Ⅽのᛶ㉁及びᙜヱ行Ⅽに⮳るືᶵ等を຺してุ᩿するものとする。 

 （３）㔜大ᛶのุ᩿ 

⤖ᯝの「㔜大ᛶ」の᭷↓は，⢭⚄的ᦆᐖをྵめたே㌟ᦆᐖ，≀的ᦆᐖの᭷↓，

 。の行Ⅽが♫にえたᙳ㡪等を຺してุ᩿するものとするࡑの程度及びࡑ

 （４）㐣ཤにᠬᡄฎศ等をཷࡅたものにᑐするᠬᡄ 

   㐣ཤにᠬᡄฎศをཷࡅ，ཪは学部等でᣦᑟをཷࡅた者が，びᠬᡄに┦ᙜす  

る行Ⅽをした場合は，より「ᝏ㉁ᛶ」の㧗いものとみなし，前ᅇのฎศを超え  

る㔜いฎศをすることができる。 

 

６ ᠬᡄのᡭ⥆き 

  （事件࣭事ᨾ等のሗ࿌及びㄪ査等） 

 （１）学生は事件࣭事ᨾ等を㉳こした場合，学生ᨭ部ཪはᡤᒓする学部等に㐜   

なࡃᒆࡅなࡅれࡤならない。 

 （２）学部等の長は，学生のᠬᡄに┦ᙜするとᛮわれる事件࣭事ᨾ等がⓎ生した場   

合，㏿ࡸかに学生ጤဨ長にሗ࿌する。 

 （３）学生ᨭ部は，事実関ಀのㄪ査及び関ಀする学部等によるᙜヱ学生からの事   

⫈ྲྀ⤖ᯝをᇶに，ㅖᶵ関との㐃⤡ㄪᩚをᅗりながら，ࡑの⤖ᯝを㏲次，学生   

ጤဨ長にሗ࿌する。ᮍ成年者については，必要とุ᩿ࡉれれࡤ，事実ㄪ査の㝿   

にಖㆤ者をྠᖍࡏࡉる等の㓄៖を行う。 

 （４）学生ጤဨ長は，ᙜヱ事件等のෆᐜを学長にሗ࿌する。 

 

 （ᠬᡄの審㆟） 

（５）学長は，学生ጤဨ長からሗ࿌のあったෆᐜの中に，ᠬᡄについて᳨ウすき

事がྵまれていると認めた場合，学生ጤဨにᑐしᙜヱ事件等にಀわる学生

 。のᠬᡄの要ྰ，ᠬᡄの✀㢮及びෆᐜ等について審㆟をồめるものとする

（６）学生ጤဨは，ᙜヱ事件等にಀわる学生のᠬᡄの要ྰ，ᠬᡄの✀㢮及びෆ   

ᐜ等について審㆟する。ᠬᡄᑐ㇟行Ⅽにಀる事実ㄪ査，ᠬᡄฎศのෆᐜ及びᇳ   

行にకうᥐ⨨のุ᩿にᙜたっては，事前にᙜヱ学生に࿌▱し，ཱྀ㢌によるពぢ   

㝞㏙のᶵをえなࡅれࡤならない。ただし，学生がᚰ㌟のᨾ㞀，㌟ᣊ᮰，

長期᪑行ࡑのの事⏤によりཱྀ㢌によるពぢ㝞㏙ができないときは，これに替

えてᩥ᭩によるពぢᥦ出のᶵをえるものとする。学生ጤဨ長は，学生ጤဨ

の審㆟⤖ᯝ及び学生のពぢ㝞㏙等の⤖ᯝを学長にሗ࿌するものとする。 

（７）学長は，学生ጤဨからሗ࿌のあった審㆟の⤖ᯝを，ᙜヱ学生がᡤᒓする学   

部等の長に㏻▱する。 

 （８）学部等の長は，学部ᩍᤵ等において，学長からの㏻▱にᇶ࡙き，事実認定   

とᠬᡄの✀㢮及びෆᐜについて᳨ウを行い，ᠬᡄฎศをస成し，学長に上⏦す

る。 

（９）学長は，学部等の長からの上⏦にᇶ࡙き，ᩍ⫱◊✲ホ㆟の㆟を⤒て，ᠬᡄ   
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ฎศをỴ定する。 

 

  （ᠬᡄฎศの࿌▱及びⓎຠ日） 

  （10）ᠬᡄฎศの࿌▱は，学部等の長がᙜヱ学生及びಖドேにᑐしてᠬᡄฎศ᭩を

することにより行う。 

   ただし，ᠬᡄฎศ᭩のによる࿌▱が可⬟な場合は，の適ษな᪉ἲによ

り࿌▱する。 

 （11）ᠬᡄฎศのⓎຠ日は，ᙜヱ学生にᠬᡄฎศの࿌▱が行われた日とする。 

 

  （␗㆟⏦し❧てにಀわる審㆟等） 

(12) ᙜヱ学生は，事実ㄗ認，᪂事実のⓎぢ等の正ᙜな⌮⏤があるときは，ᠬᡄฎ

ศのⓎຠ日の⩣日から㉳⟬して 14 日以ෆにᩥ᭩によりᠬᡄฎศにᑐする␗㆟

⏦し❧てをすることができる。この場合，学長は，学生ጤဨに審㆟をồめ

る。学生ጤဨは，審㆟を行い，ࡑの⤖ᯝを学長にሗ࿌する。学長は審㆟

の⤖ᯝをᩍ⫱◊✲ホ㆟に㆟し，ࡑの審㆟⤖ᯝにᇶ࡙き，改めて審㆟⤖ᯝを

ᙜヱ学生に㏻▱する。 

    なお，審㆟の期間は，ᠬᡄのຠຊをጉࡆないものとする。 

 

７ ᠬᡄฎศのᇳ行等 

（１）学ฎศの✀㢮 

学は，᭷期ཪは↓期とし，次の㏻りとする。 

   ձ ᭷期学は，6 か月ᮍ‶の期限をすものとする。ただし，学期間が‶    

することによりฎศをゎ㝖することが適ᙜでないとุ᩿ࡉれる場合は，学    

長はᩍ⫱◊✲ホ㆟の㆟を⤒て，期間のᘏ長をỴ定することができる。 

   ղ ↓期学は，期限をࡉないものとする。 

（２）学ฎศのゎ㝖 

  ձ᭷期学のฎศゎ㝖 

    ᭷期学のฎศは，学期間の‶をもってゎ㝖する。なお，ᙜヱ学生が   

改ᝂしたこと等により，学部ᩍᤵ等において，ᩍ⫱的㓄៖から᪩ᛴに学   

ฎศのゎ㝖がጇᙜであるとุ᩿したときは，学部等の長からの学生の学ฎ   

ศゎ㝖⏦ㄳ᭩のᥦ出にᇶ࡙き，学長は，ᩍ⫱◊✲ホ㆟の㆟を⤒ることなࡃ   

学ฎศのゎ㝖をỴ定することができる。これらの場合におࡅるᩍ⫱◊✲ホ   

㆟のሗ࿌は，事後に行うこととする。 

  ղ↓期学のฎศゎ㝖 

    ↓期学のฎศは，ᙜヱฎศをཷࡅた学生の┬の程度，学⩦ពḧ等を⥲ 

   合的にุ᩿して次のとおりฎศをゎ㝖することができる。 

  ⏦学部等の長は，学部ᩍᤵ等の㆟を⤒て，学長に学ฎศのゎ㝖の 

ㄳを「学生の学ฎศゎ㝖⏦ㄳ᭩」により行うものとする。 

学長は，学部等の長からの⏦ㄳがあった場合，↓期学のฎศゎ㝖に 

ついて᳨ウが必要であるとุ᩿したときは，学生ጤဨに審㆟をồめる

ことができる。 

学長は，学生ጤဨの⟅⏦を㋃まえ，ᩍ⫱◊✲ホ㆟の㆟を⤒て， ࢘

学ฎศゎ㝖の可ྰをỴ定する。ࡑの後学部等の長に審㆟⤖ᯝを㏻▱する。 

㏻▱にᇶ࡙き学部等の長は，ᙜヱ学生及びಖドேにᑐしてᩥ᭩で ࢚
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する。 

（３）ㅽៅ

学部等の長は，学生の行Ⅽがᠬᡄᑐ㇟行Ⅽにヱᙜすることが᫂ⓑであり，か

つ，ᠬᡄฎศがなࡉれることが☜実である場合は，ᠬᡄฎศのỴ定前にㅽៅを

ゝいΏすことができるものとする。この場合において，ㅽៅの期間は，１か月

を超えないものとする。なお，この間は，ཎ則として学生としてのάືをไ限

する。また，ㅽៅの期間は学期間に⟬入することができる。 

（４）ᠬᡄฎศと⮬㏥学࣭ఇ学

ձ 学部等の長は，ᠬᡄᑐ㇟行Ⅽを行った学生から，ᠬᡄฎศのỴ定前に⮬

㏥学の⏦ㄳがあった場合には，この⏦し出をཷ⌮しないものとし，ᠬᡄฎศ

のỴ定後に⮬㏥学の⏦し出があった場合は，ཷ⌮することができる。

ղ 学部等の長は，ᠬᡄᑐ㇟行Ⅽを行った学生から，ᠬᡄฎศのỴ定前にఇ学

の⏦ㄳがあった場合には，この⏦し出をཷ⌮しないものとする。

ճ ఇ学中の学生にᑐして学ฎศがỴ定ࡉれた場合にはࠊᙜヱ学ฎศのỴ

定の日をもってᙜヱ学生のఇ学許可をྲྀりᾘすものとする。

（５）学中の学生ᣦᑟ

学中の学生にᑐするᣦᑟは，ᙜヱ学生がᡤᒓする学部等のᩍဨがᢸᙜする

ものとする。なお，ᙜヱ学生の⢭⚄的なࢣについては，ᡤᒓ学部等が学生ᨭ

部，ಖ࣭་⒪᥎㐍࣮ࢱࣥࢭ等と༠ຊして行う。 

８ ᠬᡄฎศに関するሗの㠀බ㛤 

（１） 㠀බ㛤のཎ則

ᠬᡄฎศを実施した場合，学生のẶྡ，学生␒ྕ，ᠬᡄのෆᐜ，ᠬᡄの事

⏤等は，ᙜヱ学生及びಖドே以እには᫂らかにしないものとする。ただし， 

学長が必要と認めたときは，この限りでない。 

（２） ド᫂᭩㢮等のグ㍕の⚗Ṇ

本学がస成する成⦼ド᫂᭩等にᠬᡄの᭷↓，ࡑのෆᐜ等をグ㍕しないこと

をཎ則とする。 

附 則 

このᣦ㔪は，平成２０年９月２６日から実施する。 

  附 則 

このᣦ㔪は，平成２１年７月２４日から実施する。 

附 則 

このᣦ㔪は，平成２６年２月２０日から実施する。 

附 則 

このᣦ㔪は，平成２７年１月２９日から実施する。 

附 則 

このᣦ㔪は，平成３０年１月１６日から実施する。 

附 則 

このᣦ㔪は，௧ඖ年７月１６日から実施する。 
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学生の交㏻事ᨾに㛵するᠬᡄࢻ࢞ラン 

                                                                       

平 成 15年 11月 28日

学 長 裁 定 

改正  平 成 17年 １月 13日 

 平 成 24年 １月 26日 

１．目的  

本懲戒ガイドラインは,長崎大学学則（以下「学則」）第５０条に基づいて行う学生の交通事件に関す

る懲戒処分の適正と公正を図るために必要な事項を定める。  

 

２．懲戒処分の種類と内容  

（１）懲戒の種類 

   学則第５０条第２項に従い，学生の懲戒は退学，停学及び訓告とする。 

（２）退学 

   退学は,学生としての身分の剥奪である。  

（３）停学 

 停学は確定期限を付す有期の停学と，確定期限を付さない無期の停学（以下「無期停学」）からな

る。 

    ① 停学の種類  

  1．６ヶ月以上の停学を無期停学とし，確定期限を付さず，指導の状況および生活態度等を勘

案しながら解除の時期を決定するものとする。  

   2．６ヶ月未満の停学を有期の停学とし，確定期限を付するものとする。  

  ② 当該学生が所属する学部および大学院研究科（以下「学部等」）の長（以下｢学部長等」）は，無

期停学を受けた学生について，その反省の程度及び学習意欲等を総合的に判断し，その処分の

解除が適当であると考えられるときは，教授会の議を経て，学長に対し，その処分の解除を上申す

ることができる。  

  ③ 無期停学の解除は，学部長等からの上申により，学長が長崎大学教育研究評議会（以下「教育

研究評議会」）の議を経て，これを行う。  

  ④ 無期停学は，原則として６ヶ月を経過した後でなければ，解除することはできない。  

  ⑤ 無期停学解除の告知は，学部長等により当該学生及び保証人に対して行われる。  

（４）訓告 

   訓告は，処分としての大学の教育的意思表示である。  

 

３．懲戒の対象となる交通事件  

（１）懲戒の基準  

 ① 事故の態様が悪質である交通死亡事故（交通事故による受傷を原因として被害者が事故後 

 ３０日以内に死亡した事故）に対する懲戒処分は，退学，または無期停学とする。  

 ② 事故の態様が悪質である交通傷害事故に対する懲戒処分は，有期停学または訓告とする。た

だし，情状によりその処分を減ずることができる。 
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  䜎䛯䠈䠍䞄᭶௨ୖの᭷ᮇ学䛿䠈ែᵝ䛜≉にᝏ㉁䛷⤖ᯝ䛜㔜大䛺ሙ合に㝈る䜒の䛸する䚹  

 䐡 ≢のሙ合䛿䜘䜚㔜いฎศ䛸する䛣䛸䛜䛷䛝る䚹  

（䠎）懲戒の対㇟䛸䛺䜙䛺い䜒の  

 ༢⣧䛺㐨㊰交通ἲ㐪䜔䠈交通事故のែᵝ䛜ᝏ㉁䛷䛺い䜒のについて䛿䠈懲戒ฎศの対㇟䛸䛿

䛧䛺い䚹䛯䛰䛧䠈㔜大䛺⤖ᯝ䜢ច㉳䛧䛯交通事故に対䛧て䛿䠈ᚲせに応䛨て学部等の指ᑟ（学部長等

に䜘るཝ㔜注意等）䜢行䛖䚹䜎䛯懲戒のᇶ‽にヱᙜ䛧䛺い䜒のの事故のែᵝ䛜ᝏ㉁䛷䛒る交通事故

に対䛧て䜒ྠ䛨䛟ᚲせに応䛨て学部等の指ᑟ䜢行䛖䚹  

（䠏）ᝏ㉁ᛶのุ᩿ᇶ‽  

 交通事故に対する懲戒ฎศ䛿䠈学๎➨䠑䠌᮲にᐃ䜑る䛂学生の本ศにする行為䛃䛸䛧て科䛫䜙䜜

る䜒の䛷䛒る䛣䛸に㚷䜏䠈ែᵝ䛜ᝏ㉁䛺交通事故䛸䛿㐨㊰交通ἲに㐪する次の䜘䛖䛺行為䛜䛒䛳䛯

ሙ合䜢指す䜒の䛸する䚹  

 䐟 㓇㓉い㐠㌿  

 䐠 㯞薬等㐠㌿  

 䐡 ඹྠ༴㝤行為等⚗Ṇ㐪  

 䐢 ↓免許㐠㌿  

 䐣 大ᆺ⮬ື㌴等↓資格㐠㌿  

 䐤 ௬免許㐠㌿㐪  

 䐥 㓇Ẽᖏび（㻜㻚1㻡௨ୖ）㐠㌿  

 䐦 㐣ປ㐠㌿等  

 䐧 大ᖜ䛺㏿ᗘ㉸㐣㐠㌿  

 䐨 ᩆㆤᥐ置⩏ົ㐪  

（䠐）ୖグ䐟䡚䐨の用ㄒの意䛿䠈䛭䜜䛮䜜次にᐃ䜑る䛸䛣䜝に䜘る䚹  

 䐟 䛂㓇㓉い㐠㌿䛃䛸䛿䠈㐨㊰交通ἲ➨䠒䠑᮲➨䠍項の規ᐃに㐪する行為の䛖䛱䠈㓇に㓉䛳䛯≧ែ

（ア䝹䝁ー䝹のᙳ㡪に䜘䜚正ᖖ䛺㐠㌿䛜䛷䛝䛺いお䛭䜜䛜䛒る≧ែ䜢い䛖）䛷㐠㌿する行為䜢い䛖䚹 

 䐠 䛂㯞薬等㐠㌿䛃䛸䛿䠈㐨㊰交通ἲ➨䠒䠒᮲の規ᐃに㐪䛧て㯞薬䠈大㯞䠈䛒䜈䜣䠈ぬ䛫い剤ཪ䛿

ẘ物及び物取⥾ἲ行௧➨䠏䠎᮲の䠎に規ᐃする物のᙳ㡪に䜘䜚正ᖖ䛺㐠㌿䛜䛷䛝䛺いお䛭

䜜䛜䛒る≧ែ䛷㐠㌿する行為䜢い䛖䚹  

 䐡 䛂ඹྠ༴㝤行為等⚗Ṇ㐪䛃䛸䛿䠈㐨㊰交通ἲ➨䠒䠔᮲の規ᐃに㐪する行為䜢い䛖䚹  

 䐢 䛂↓免許㐠㌿䛃䛸䛿䠈㐨㊰交通ἲ➨䠒䠐᮲の規ᐃに㐪する行為䜢い䛖䚹  

 䐣 䛂大ᆺ⮬ື㌴等↓資格㐠㌿䛃䛸䛿䠈㐨㊰交通ἲ➨䠍䠍䠓᮲の䠐➨䠍ྕにヱᙜする行為䜢い䛖䚹

 䐤㻌䛂௬免許㐠㌿㐪䛃䛸䛿䠈㐨㊰交通ἲ➨䠔䠓᮲➨䠎項ᚋẁの規ᐃに㐪する行為䜢い䛖䚹  

 䐥 䛂㓇Ẽᖏび（㻜㻚15௨ୖ）㐠㌿䛃䛸䛿䠈㌟యに⾑ᾮ䠍䝭リリ䝑䝖䝹につ䛝䠌䠊䠏䝭リ䜾ラム௨ୖ䜎䛯䛿Ẽ

䠍リ䝑䝖䝹につ䛝䠌䠊䠍䠑䝭リ䜾ラム௨ୖのア䝹䝁ー䝹䜢ಖ᭷する≧ែ䛷㐠㌿するሙ合䜢い䛖䚹  

 䐦 䛂㐣ປ㐠㌿等䛃䛸䛿䠈㐨㊰交通ἲ➨䠒䠒᮲の規ᐃに㐪䛧て㐣ປ䠈Ẽ䛭のの理⏤に䜘䜚正ᖖ

䛺㐠㌿䛜䛷䛝䛺いお䛭䜜䛜䛒る≧ែ䛷㐠㌿する行為䜢い䛖䚹  

 䐧 䛂大ᖜ䛺㏿ᗘ㉸㐣㐠㌿䛃䛸䛿䠈㐨㊰交通ἲ➨䠎䠎᮲の規ᐃに㐪する行為の䛖䛱㉸㐣㏿ᗘ䛜㧗

㏿㐨㊰において䠑䠌キロ௨ୖ䠈䛭䜜௨እの㐨㊰において䠏䠌キロ௨ୖ䛷䛒るሙ合䜢い䛖䚹  

 䐨 䛂ᩆㆤᥐ置⩏ົ㐪䛃䛸䛿䠈㐨㊰交通ἲ➨䠓䠎᮲➨䠍項の規ᐃに㐪する行為䜢い䛖䚹  
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（５）上グの悪質ᛶの判断基準については，ἲ௧の改正及び♫会的状況のኚにᛂ䛨，ἲᚊのᑓ㛛ᐙと

┦ㄯの上，適ᐅ改正するものとする。  

 

４．交通事件における懲戒のᡭ⥆きとᇳ行  

（１）交通事件のሗ告  

 ① 学生による交通事件は，学生ᨭ部で୍ඖ的に対ᛂする。  

 ② 学生による交通事件がⓎ生したሙ合，ྛ学部等及び大学関ಀ者はᐹ知した情ሗを㏿䜔かに学

生ᨭ部䜈通ሗする。  

 ③ 学生ᨭ部は㏿䜔かに学生ጤဨ長に通ሗするとともに，事ᐇ関ಀのᢕᥱにດめ，当該事件に

ಀわる学生が所属する学部等䜈の㐃⤡，関ಀㅖᶵ関との㐃⤡ㄪᩚを行い，その⤖ᯝを㐙ḟ学

生ጤဨ長にሗ告し，ྠ時に学部等䜈通知する。  

 ④ 学生ጤဨ長は，学生による交通事件に関して学長にሗ告を行う。  

 ⑤ 当該事件にಀわる学生が所属する部ᒁは，通知された交通事件について，当該学生と㐃⤡をと

るとともに指導にດめ，必要にᛂ䛨て学長䜈のሗ告，学生ጤဨ長及び学生ጤဨ会䜈のㄝ᫂，学

生ᨭ部との㐃⤡を行うものとする。  

（２） 事ᐇ関ಀのㄪᰝと当該事件にಀわる学生䜈の教育的指導  

 ① 学እでの事ᐇ関ಀのㄪᰝは，学生ᨭ部がᢸ当する。また必要があれば当該事件にಀわる学

生の所属する学部等の教ဨおよび⫋ဨはそれを⿵బすることができる。  

 ② 学内での学部等による事ᐇ関ಀのㄪᰝは，原則として当該事件にಀわる学生からの事情⫈ྲྀ

を行うものとする。ただし，当該学生が事情⫈ྲྀにᛂ䛨ないሙ合は，学部等はその᪨を学長にሗ

告するとともに，学生ጤဨ長及び学生ጤဨ会にㄝ᫂するものとする。また，学生がᚰ身の故㞀，

身のᣊ᮰，長期᪑行そのの事⏤により，当該学生に事情⫈ྲྀできないሙ合は，事情⫈ྲྀが

ྍ⬟になるまでの㛫，学部等はㄪᰝ及びそのሗ告等を␃保するものとする。  

（３） 学生ጤဨ会によるᑂᰝ  

 ① 学長は学生ጤဨ長からሗ告のあ䛳た交通事件の୰に，懲戒について᳨ウす䜉き事案がྵまれ

ているとㄆめたሙ合，学生ጤဨ会に対し当該事件にಀわる学生䜈の懲戒の要ྰ，懲戒の種類及

び内容等についてᑂ議をồめるものとする。  

 ② 学生ጤဨ長は，㏿䜔かに学生ጤဨ会内にㄪᰝᑠጤဨ会をタ⨨する。なお，大学においていた

ずらに処分の㠀の決定を長ᘬか䛫ることのないように，ㄪᰝᑠጤဨ会は定の学生ጤဨ会㛤

ദ以๓にタ⨨することができ，学生ጤဨ長はそのᵓ成ဨを指ྡすることができる。  

 ③ ㄪᰝᑠጤဨ会のᵓ成ဨは，ຍ害者または被害者と関ಀが無いか，そのᜍれの無いように㑅௵さ

れ，また被害者及びその関ಀ者と᥋ゐの無いように⟶⌮されなければならない。  

 ④ ㄪᰝᑠጤဨ会は，学生ᨭ部及び学部等による事ᐇ関ಀのㄪᰝ及びㄪᰝሗ告について，必

要にᛂ䛨てㄝ᫂及び㏣ㄪᰝをồめることができる。  

 ⑤ 学生ጤဨ会はㄪᰝᑠጤဨ会のሗ告に基づき，当該事故にಀわる学生䜈の懲戒の要ྰ，懲戒

の種類及び内容等についてᑂᰝし，その⤖ᯝを学長にሗ告するものとする。  

（４）ᑂᰝ⤖ᯝの通知 

   学長は，学生ጤဨ会からሗ告のあ䛳たᑂ議の⤖ᯝを，当該学生が所属する学部長等に通知する。 
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（５）懲戒のᑂ議 

 学部長等は，学長からの通知に基づき，事ᐇㄆ定と懲戒の種類及び内容について教授会に付議

の上，㏿䜔かに学長に懲戒を上申するものとする。  

（６）懲戒の決定  

 ① 学長は，学部からの上申事項を教育研究評議会の議に付し，懲戒処分を決定する。  

 ② 学長は，教育研究評議会䜈の付議に㝿し，懲戒の対象とされる学生に対して，ཱྀ㢌またはᩥ᭩

による意ぢ㝞㏙のᶵ会をえるものとする。  

（䠓）懲戒処分の告知とᇳ行 

 懲戒処分の告知は，学部長等が，当該学生及び保証人にᩥ᭩をも䛳て行い，その内容を学内に

公示する。なお，懲戒をᐇしたሙ合，学生のẶྡ，学生␒ྕ等，本人を≉定できる情ሗは᫂らか

にしないものとする。ただし学長が必要とㄆめたሙ合は，この限りではない。  

（䠔）懲戒処分に関するᩥ᭩ 

   懲戒処分に関するᩥ᭩は，ู㏵様ᘧに定める。  

（䠕）懲戒に関するグ㘓の保Ꮡと㛤示  

 ① 懲戒原因たる事ᐇ୪びに決定された処分の内容及び⌮⏤をグ㍕したᩥ᭩は学生ᨭ部で保

Ꮡする。ᩥ᭩⟶⌮の㈐௵者は学生ᨭ部長とする。  

 ② 学長は，被処分者からㄳồがあ䛳たሙ合には，当該ᩥ᭩を㛤示しなければならない。  

 

５．学生に対する教育と指導  

（１）本ガイドラインの事๓࿘知  

 ① 懲戒対象行Ⅽと懲戒処分の種類と内容に関しては，ᥖ示ならびにྛ学部等の学生౽ぴ等によ

り学生に࿘知されなければならない。  

 ② 学生は人身事故を㉳こしたሙ合は，㐜無䛟学生ᨭ部ないしは所属する学部等にᒆけなけ

ればならない。またこのᒆฟ⩏ົはᥖ示ならびにྛ学部等の学生౽ぴ等により学生に࿘知され

なければならない。  

（２）教育と指導  

 ① 事件後୪びに処分後において，当該学生に反省をಁし，また学習意欲を⥔ᣢさ䛫るための指

導は，当該学生の所属学部等がᢸ当するものとする。  

 ② 当該学生の⢭⚄的䜿䜰については所属学部等とともに学生ᨭ部，保䞉་⒪᥎㐍䝉ン䝍䞊等，

大学も༑分な༠ຊを行わなければならない。  

（３）ᒚಟ䜈の㓄៖ 

 停学期㛫୰の期ᮎヨ㦂ཪはᒚಟᡭ⥆期㛫については，停学の懲戒処分申しΏしの期日によ䛳て，

学生の受ける┈の平等が無いようにしなければならない。 
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⸆学㒊の考ᰝ等にಀる学生のṇ行Ⅽの取ᢅいに㛵するෆつ 

 

（㊃᪨） 

➨１᮲ このෆつは、長崎大学⸆学㒊つ程（以下ࠕつ程ࠖという。）➨１㸵᮲のつ定に

基づき、⸆学㒊の考ᰝཬびฟᖍ確認(⟶理システム等)においてṇ行Ⅽを行った学生

（以下ࠕṇ行Ⅽ学生ࠖという。）の取ᢅいに㛵しᚲせな事㡯を定めるものとする。 

（対㇟） 

➨２᮲ このෆつは、⸆学㒊の授業科目を履修するすべての学生を対㇟とする。 

（考ᰝ等の⠊ᅖ） 

➨３᮲ ⸆学㒊の考ᰝは、試験、学習報࿌その他の方法によりྛ学期ᮎの試験期間ཪは

㝶時に行われるもので、⸆学㒊授業ィ⏬᭩（シラバス）の成績評価の方法ḍにᥖ㍕さ

れたものとする。 

２ ฟᖍ確認(⟶理システム等)におけるṇ行Ⅽが発ぬした場合 

（ฎ⨨ෆᐜ） 

➨４᮲ ṇ行Ⅽ学生に対するฎ⨨は、その期に履修した⸆学㒊のすべての授業科目に

ついてその考ᰝを↓ຠとし、⸆学㒊の単位として認めない取ᢅいとする。 

（ṇ行Ⅽのᒆฟ） 

➨５᮲ 授業担当教員は、⸆学㒊の考ᰝཬびฟᖍ確認(⟶理システム等)においてṇ行

Ⅽのいがあると判᩿した場合は、ᡤ定の報࿌᭩により⸆学㒊教ົጤ員長（以下ࠕጤ

員長ࠖという。）にᒆけฟるものとする。 

（事情⫈取） 

➨６᮲ ṇ行Ⅽのいがある学生に対する事情⫈取は、授業担当教員の立会いの下に、

ጤ員長ཪはጤ員長のクをཷけた者（以下ࠕ事情⫈取者ࠖという。）が行う。 

（事実認定） 

➨㸵᮲ ṇ行Ⅽにಀる事実認定は、事情⫈取者による事情⫈取の結果を基に、⸆学㒊

教ົጤ員会を⤒て、⸆学㒊教授会（以下ࠕ教授会ࠖという。）が行う。 

（␗㆟⏦立て） 

➨㸶᮲ 前᮲のつ定による事実認定に᭹がある学生は、⸆学㒊長（以下ࠕ学㒊長ࠖと

いう。）から࿌知をཷけた日から２㐌間以ෆに文᭩により教授会に␗㆟⏦立てを行う

ことができる。 

２ 教授会は、前㡯の␗㆟⏦立てがあった場合、ᚲせな調ᰝを行ったୖ、ᨵめて事実認

定を行うものとする。 

（決定ཬび㏻知） 

➨㸷᮲ 前᮲のᡤ定の期日までに␗㆟⏦立てがなかった場合ཪは␗㆟⏦立てに基づく

事実認定においてもṇ行Ⅽがあったと認定された場合、学㒊長は、認定ෆᐜཬび➨

４᮲のฎ⨨ෆᐜを決定のୖ、文᭩によりṇ行Ⅽ学生に㏻知するものとする。 

 

㝃 ๎ 

このෆつは、平成２㸵年４᭶２２日から施行する。 
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ᅾ 学 ୰ の ὀ 意 事 㡯 
 
Ⅰ 学生ド 
  学生ド（㹇㹂カーࢻ）はⓏ学の際はᖖにᦠᖏすること。学生ドを࿊♧できないときは

学ෆ施タ、物ရ等を用することができない。学生ドは、入学時に交する。⣮ኻ・◚

ᦆしたときは┤ࡕに学生ᨭࢭンࢱーで交の手続きをとること。 
 
Ⅱ ྛ種ド᫂᭩ 
  種々のド᫂᭩がᚲせな時はูῧࠕㅖ手続一ぴࠖにより学生ᨭࢭンࢱーཪは⸆学⣔事

ົᐊ学ົ担当に⏦しฟること。 
  㹈㹐、㟁㌴、バス、⯪等を㏻学に用する人は、定期ๆ㉎入の際、㏻学ド᫂᭩がᚲせ

なので⸆学⣔事ົᐊ学ົ担当に⏦し㎸ࢇで交をཷけること。 
  定期ๆの用༊間は、自Ꮿと大学のそれぞれの᭱ᐤりの㥐、バス、㟁までとする。 
 
Ⅲ ᪑ᐈ㐠㈤割ᘬド（学割ド） 
  ᖐ┬あるいは実験実習、課እ活動などで᪑行をする場合に用するものでᯛ数は１人

年間１㸮ᯛ以ෆとなっている。なお、学割ドの有ຠ期間は３ࣨ᭶以ෆとなっている。 
  学割ドを用するときはᚲࡎ学生ドをᦠᖏすること。また、ḟのような場合は、ṇ

用としてᬑ㏻㐠㈤のかに、ಸ㢠の㏣ᚩ㔠をᚩされるばかりでなく、本学学生全体

の用Ṇᥐ⨨がとられることもあるので特にὀ意すること。 
（１） 他人ྡ義の学割ドを用して㌴ๆを㉎入用したとき。 
（２） ྡ義人が㌴ๆを㉎入して、これを他人に用させたとき。 
（３） ↓ຠの学生ドで㌴ๆを㉎入したとき。 

 
ϫ ఫᡤ変᭦ᒆ等 
  ㌿ᒃ、ᨵጣ、㌿⡠ཪはಖド人等で入学時に提ฟした᭩㢮に変᭦が生ࡌたときは、その 
 都度、⸆学⣔事ົᐊ学ົ担当にᒆけฟること。 
  このᒆけをᛰると、本人ཪはಖド人に⥭ᛴなせ௳が生ࡌた場合に㐃⤡がとれࡎ、 
 ┈を被るᜍれがある。 
 
Ϭ 講義ᐊ、研究ᐊ、ࢭミナーᐊ等の用 
  講義ᐊ、研究ᐊ、ࢭミナーᐊ等の用については、研究ᐊ主任が全責任をもってこれ

に当たる。 
自Ꮿにࢿット࣡ーク環境がᩚっておら࢜、ࡎンラン授業等のཷ講にᨭ㞀をきたす

場合は、開ᨺされている⸆学㒊講義ᐊཬび教養教育講義ᐊを用することができる。

開ᨺされている講義ᐊについては、⸆学㒊学ົཬび教養教育事ົᐊからの㏻知にて

確認すること。 
 
ϭ 㞟会ཬび施タの用について 
  講義ᐊ、その他を㞟会等のため用する場合は、⸆学⣔事ົᐊ学ົ担当に⏦しฟるこ

と。 
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Ϯ 学㒊からの㐃⤡事㡯について 
  学生に対するㅖ㐃⤡事㡯はᥖ♧により行うので、᭱ప１日１ᅇはᥖ♧をぢること。 
 
ϯ 学生┦ㄯについて 
 １．⸆学㒊では、学生からの種々の┦ㄯにᛂࡌるために、学年ẖに࣓ࠕンࢱー（ᨭ教

員）ࠖ をタけている。 
௧和３年度の１年ḟ生の࣓ンࢱーは以下のึ年ḟࢭミナー担当教員である。 
 
担   任 ᡤᒓ研究ᐊ 㐃⤡先（E-mail） 

㔠Ꮚ 㞞ᖾ （教授） 創⸆⸆理学 m-kaneko@nagasaki-u.ac.jp 
㫽⩚ 㝧  （教授） ⾨生化学 toriba@nagasaki-u.ac.jp 
ሯඖ 和ᘯ （教授） ⸆物⒪学 ktsuka@nagasaki-u.ac.jp 
୰ᔱ ᖿ㑻 （教授） 実㊶⸆学 mikirou@nagasaki-u.ac.jp 
都⏣ ┿ዉ （教授） ⮫ᗋ研究⸆学 mana-t@nagasaki-u.ac.jp 
ୖ⏣ ⠜志（教授） ⸆化学 aueda@nagasaki-u.ac.jp 
向 英史（教授） ་⸆ရ情報学 hmukai@nagasaki-u.ac.jp 

 
学生ఱでも┦ㄯ員ࠕ．２ 長崎ࠕ、ラス࣓ント┦ㄯ員ࠖ等も㓄⨨している。これらはࣁࠕࠖ

大学の࣍ーム࣌ージЍᅾ学生のࡳなさまへЍ学生生活Ѝྛ種┦ㄯЍࠗ学生┦ㄯ（なࢇで

も┦ㄯ）ෆ࠘ࠖ にᥖ㍕している。 
 
３．ಖ・་⒪᥎㐍ࢭンࢱーにカ࢘ンࢭラーを㓄⨨しており、事前にண⣙をすればカ

   ー 095-819-2211ࢱンࢭリングをཷけることができる。ಖ・་⒪᥎㐍ࢭン࢘
 

ϰ ᅋ体のタ立について 
  学生がクラブ活動などのためᅋ体をタ立するときは、㢳問教員を定めて、ᅋ体タ立㢪

を学生ᨭࢭンࢱーに提ฟしチ可をཷけること。継続のときは１年ࡈとに４᭶ᮎ日まで

に継続㢪を提ฟすること。 
 
ϱ ᥖ♧について 
  学生が学㒊ෆにᥖ♧をするときは、⸆学⣔事ົᐊ学ົ担当に⏦しฟてチ可をཷけるこ

と。 
 
XI  ಖ⟶理について 
  ẖ年１ᅇ（）定期ᗣデ᩿がಖ・་⒪᥎㐍ࢭンࢱーで実施されるのでᚲཷࡎデす

ること。特に４年ḟ生や６年ḟ生はᑵ職試験をཷ験する場合、ᗣデ᩿᭩がᚲせとなる

のでὀ意すること。 
  実習୰ཬび課እ活動୰に㈇യした場合は、ಖ・་⒪᥎㐍ࢭンࢱーを㏻ࡌて長崎大学

㝔ཪはᣦ定のእ科་㝔で⒪をཷけられる。ᑠさなᡃでも⸆学⣔事ົᐊ学ົ担当ま

で⏦しฟること。 

  ⸆学科生には、ཷ入実習施タ（㝔・⸆ᒁ）のつ๎により、࢘ルスᢠ体᳨ᰝとᚲせ
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であれば࣡クࢳン᥋種を義ົけている。１年ḟのᚋ期に開講する᪩期体験実習の前（６

᭶ᮎまで）にண㜵᥋種歴ド᫂᭩を提ฟすること。なお、㯞⑈・㢼⑈・水①・おたࡩくか

、ン᥋種をཷけること。またࢳのྛ᥋種ᅇ数が２ᅇᮍ‶の場合は、他の་⒪ᶵ㛵で࣡クࡐ

４年ḟに㹀ᆺ⫢⅖࢘ルス(+%)ᢠ体᳨ᰝを実施する。ᢠ体㝜性者は自㈝により⸆学㒊で

+% ࣡クࢳン᥋種をཷけること。 

 

XII  学生教育研究⅏ᐖയᐖಖ㝤について 
  学生യᐖಖ㝤については、入学時に（㈈）日本国際教育ᨭ協会の学生教育研究⅏ᐖ

യᐖಖ㝤にཎ๎として全員がຍ入すること。このಖ㝤により、実験・実習ཬび課እ活動

୰のയᐖ事ᨾ、Ⓩ下ᰯ時の⤒㊰୰でのയᐖ事ᨾ、その他のയᐖ事ᨾについてയᐖಖ㝤㔠

がᨭᡶわれる。 
  事ᨾに㐼ったら、┤ࡕに学生ᨭࢭンࢱーཬび⸆学⣔事ົᐊ学ົ担当へ㐃⤡すること。 
 
XIII  下ᐟ・アࣃート・アルバトの⤂ 
  下ᐟ・アࣃート・アルバトの⤂は長崎大学生活協ྠ組合で取りᢅっている。 
 
XIV  㒑౽物のཷΏし 
  学生ᐄの㒑౽物があれば、その都度ᥖ♧するので、学生ドを࿊♧して⸆学⣔事ົᐊ学

ົ担当でཷ領すること。 
 
XV  ᾏእΏ⯟について 
  留学または⚾事によりᾏእΏ⯟する場合は、ᚲࡎ、ᾏእΏ⯟システムୖにてࠕᾏእΏ

⯟ᒆࠖをస成・༳ๅし、⸆学⣔事ົᐊ学ົ担当へ提ฟすること。また、ᖐ国ᚋは㏿やか

に、ᾏእΏ⯟システムୖにてࠕᖐ国ᒆࠖをస成・提ฟすること。 
  ۵ᾏእΏ⯟システムは NU-Web ෆからログン可能 
 
XVI  時間እ学習・研究のチ可ไについて 
  平日の༗ᚋ 10 時から⩣日の༗前 6 時の間、ཬび、教員のいないᅵ᭙・日᭙・⚃日等（お

┅ఇࡳ、年ᮎ年ጞをྵむ）のఇ業日は、⸆学㒊Ჷෆ（ṑ学㒊にある⸆学㒊施タをྵむ）の

講義ᐊ、研究ᐊ、自習ᐊ等の用はできない。 
  ୖグの時間ᖏにやむを得ࡎ用する場合は、㹊㸿㹁㹑もしくは時間እ⏦ㄳ᭩の᭩㠃に

て、事前にᣦᑟ教員等のチ可を得ること。 
 
XVII  ⥭ᛴ時の対ᛂについて 
 ఇ日・ኪ間時の⥭ᛴ㐃⤡先ۑ 

  Ᏺ⾨ᐊ እ⥺ 095-819-2057（ෆ⥺ 2057、3018） 
 
  ࠙ⅆ⅏発生時ࠚ      長崎ᾘ㜵⨫ 095-848-0119 
  ࠙ᑂ者・ᑂ物ࠚ    文教地༊㸸（ᰴ）全日㆙ 095-825-1653 
               ᆏ本地༊㸸（ᰴ）࢞ーࢧࢻーࣅス長崎 095-855-1100 
 ス 095-823-1259ࣅーࢧࣀルテクࣅ㟁ᶵ⳻୕   ࠚーᨾ㞀ࢱー࣋レ࢚࠙  
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 ⅆ⅏発生時ۑ
 。に知らせるࡕと大ኌで࿘ᅖの人たࠖࡔⅆ事ࠕ．１
２．ᗯ下にあるⅆ⅏報知ჾのࢱ࣎ンをᢲす。 
３．ⅆ⅏の場ᡤと≧ἣをᾘ㜵⨫へ㏻報する（119）。 
４．文教キࣕンࣃスの場合㸸Ᏺ⾨ᐊ（ෆ⥺ 2057、እ⥺ 095-819-2057）、ᆏ本キࣕン

⥺ー（ෆ⥺（）2576、እࢱンࢭスཬび大学㝔の場合㸸㜵⅏ࣃ 095-819-7788）
へ㐃⤡する。 

５．࿘㎶の者が୰心となりึ期ᾘⅆが可能であれば試ࡳる。 
６．㈇യ者、行方᫂者の有↓を確認し、ᩆຓが可能であれば試ࡳる。 
㸵．㈇യ者（㍍യ）がいる場合は、ಖ・་⒪᥎㐍ࢭンࢱー（ෆ⥺ 2213、እ⥺

095-819-2213）へ㐃⤡する。（時間እは、大学㝔ᩆᩆᛴࢭンࢱー（እ⥺

095-819-7765）へ㐃⤡する。） 
㸶．ⅆ⅏発生≧ἣなどを担当教授等へ㐃⤡する。 
㸷．ྠ様に⸆学⣔事ົᐊ（ෆ⥺ 2415、እ⥺ 095-819-2415）へも㐃⤡する。 
10．⭜よりⅆが高くୖがっている場合やᾘⅆが可能であれば、┤ࡕにᏳ全な場ᡤへ

㑊㞴する。㑊㞴時は、࢚レ࣋ーࢱーは用しない。 
 

 地㟈発生時ۑ
 。のඖᰦを㛢め、ⅆをᾘす࣋ン࣎スཬび高ᅽ࢞．１
２．ᡬを開け、㑊㞴口を確ಖする。 
 。ラス窓㏆の人は、㞳れる࢞．３
４．ᮘの下などᏳ全な場ᡤに㑊㞴し、ゆれがまるのをᚅつ。あわててእに㣕びฟさ

ない。 
５．ゆれがまったら、㟁Ẽやᾘせなかったⅆをᾘす。࢞スのඖᰦを㛢める。ⅆ⅏発

生の有↓を確認し、グランࢻへ㑊㞴する。㑊㞴時は、࢚レ࣋ーࢱーは用しない。 
６．㑊㞴ᚋ、వ⿱があれば㈇യ者の有↓を確認し、ᩆຓできるならばᩆຓに向かう。

その際は、ᚲ２ࡎ人一組で行動する。 
㸵．担当教授等に㈇യ者、行方᫂者などを㐃⤡する。 
㸶．ྠ様に⸆学⣔事ົᐊ（ෆ⥺ 2415、እ⥺ 095-819-2415）へも㐃⤡する。 
 

 ス₃れ時࢞ۑ
１．用୰のⅆをᾘし、࢞スのඖᰦを㛢める。 
２．窓を開け、ⅆのẼをわない。Ẽᡪなどの㟁Ẽのスッࢳにゐらない。 
３．なるべく新㩭な✵Ẽを྾うようにする。 
４．≧ἣにᛂࡌて、業者へ㐃⤡する。（す㒊࢞ス長崎ᨭᗑ 095-826-9101） 
５．担当教授等に報࿌する。 
６．ྠ様に⸆学⣔事ົᐊ（ෆ⥺ 2415、እ⥺ 095-819-2415）へも㐃⤡する。 
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 ㈇യ者がฟた時ۑ
１．ᛂᛴฎ⨨を行う。 
２．≧ἣにᛂࡌて、ᩆᛴ㌴（119）をࡪか、ಖ・་⒪᥎㐍ࢭンࢱー（ෆ⥺ 2213、

እ⥺ 095-819-2213）へ㐃⤡する。（時間እは、大学㝔ᩆᩆᛴࢭンࢱー（እ⥺

095-819-7765）へ㐃⤡する。） 
３．担当教授等に報࿌する。 
４．ྠ様に⸆学⣔事ົᐊ（ෆ⥺ 2415、እ⥺ 095-819-2415）へも㐃⤡する。 
 

 ẘ物⣮ኻ時ۑ
１．⣮ኻ発ぢ者ཬび࿘㎶の者は、⣮ኻ物を᥈⣴し発ぢにດめるとྠ時に、⟶理担当者、

担当教授等ཬび⸆学⣔事ົᐊ（ෆ⥺ 2415、እ⥺ 095-819-2415）へ㐃⤡する。 
２．⟶理担当者は担当教授等へ、担当教授等は⸆学⣔事ົᐊ（ෆ⥺ 2415、እ⥺

095-819-2415）へ㐃⤡するとともにそれぞれが学㒊長へ㐃⤡する。 
３．᥈してもぢつからない場合は、㏿やかに⟶理責任者である⸆学㒊長から㆙ᐹ⨫、

ᾘ㜵⨫への㐃⤡を行う。 
 
                 

41



� 4� � 

 

ㅖ  手  続  一  ぴ  
ᅾ学୰に㛵ಀのある⣡入・㢪いฟ・ᒆฟ・交・⏦㎸等のㅖ手続は、ḟのとおりである。 

 

１．⣡ 入 

༊  分 ⣡入先 㔠      㢠 ഛ     考 

授 業 ᩱ 口ᗙ振᭰による 年㢠  �������  
授業ᩱにᨵ定があった時は、

ᨵ定時からその㔠㢠となる。 

ͤ本௳に㛵する問い合わせは事ົᒁෆ⟶理㐠Ⴀ㒊⤒理調達課㈨㔠⟶理⌜まで 

２．㢪いฟ 

種  ู 提ฟ先 期    日 ഛ     考 

ఇ 学 㢪 

⸆学⣔事ົᐊ 

学ົ担当 

希ᮃ年᭶日の２㐌間前まで 
Ẽのときは་ᖌのデ᩿᭩を

ῧのこと。 
㏥ 学 㢪 

 学 㢪 

 入 学 㢪 
㏥学者等が２年以ෆに入学
を㢪いฟるとき㹿 

 

 

３．ᒆ ฟ 

種   ู 提ฟ先 期    日 ഛ     考 

ఫ ᡤ ᒆ 

⸆学⣔事ົᐊ 

学ົ担当 

ẖ年࢜リ࢚ンテーション時 変᭦があった場合はその都度 

Ḟ ᖍ ᒆ Ḟᖍᚋ３日以ෆ 

 ಖ ド 人 ( ఫ ᡤ ) 

変 ᭦ ᒆ 
 変᭦が生ࡌた日以㝆 

ᾏ እ Ώ ⯟ ᒆ Ώ⯟前日まで 留学、᪑行 

 

４．交  

種   ู ⏦㎸先 期    日 ഛ     考 

学 生 ド 

学生ᨭ 

 ーࢱンࢭ
㝶 時 

学割ドは自動発行ᶵにて発行する。 
学   割   ド（㹈㹐） 

ᅾ 学 ド ᫂ ᭩ ᅾ学ド᫂᭩・༞業（修）ぢ㎸ド᫂᭩・ᗣデ

᩿᭩は自動発行ᶵにて発行か、ド᫂᭩発行ࢧー

 。ス（有ᩱ）で発行するࣅ

༞業(修) ぢ㎸ド᫂᭩ 

 ᗣ デ ᩿ ᭩ 

༞ 業 ( 修  ) ド ᫂ ᭩ 

⸆学⣔事

ົᐊ 

学ົ担当 

㝶 時 

３日前までに⏦し㎸むか、ド᫂᭩発行ࢧーࣅ

ス（有ᩱ）で発行する。 

成 績 ド ᫂ ᭩ 

ᅾ学生は自動発行ᶵにて発行か、ド᫂᭩発行

ス（有ᩱ）で発行。༞業生はド᫂᭩発ࣅーࢧ

行ࢧーࣅス（有ᩱ）で発行する。 

㏻ 学 ド ᫂ ᭩ 前日までに⏦し㎸むこと。 

ド᫂᭩発行ࢧーࣅスは本学࣍ーム࣌ージから長大,'・ࣃス࣡ーࢻでログンし用する。༞業ᚋ

は度用者⏦ㄳがᚲせ。 

 

５．施タ用 

種   ู ⏦㎸先 期    日 ഛ     考 

学 生 用 

ロッカー 

（⸆学㒊本㤋�㹼�)） ⸆学⣔事ົᐊ 

学ົ担当 

�㹼�年ḟᅾ⡠୰ 㘽(㈚与)を⣮ኻした場

合はྛ自㈇担 （ṑ学㒊地下�)） 4㹼�年ḟᅾ⡠୰ 

リࣇレッシュルーム（� )）   㣧㣗はཝ⚗ 

ᑵ 職 ᨭ  ᐊ （ � ) ）   㣧㣗はཝ⚗ 

ࠕ お ⸆ の 歴 史 ㈨ ᩱ 㤋 ࠖ ව 

リࣇレッシュルーム（� )） 
  㣧㣗はཝ⚗ 

下ᮧ⬶ྡ༤士㢧ᙲグ念展♧ᐊ   㣧㣗はཝ⚗ 
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ᑵ     職 
 

⸆学㒊༞業生の主なᑵ職先は、㝔⸆㒊、⸆ᒁ（調専門⸆ᒁをྵむ）、〇⸆会社ཬびその他業、

බົ員等となっている。 
 
求人ෆࠖとࠕ求人ເ㞟については、学㒊にᐤせられた求人⚊をᩚ理して、ᑵ職ᨭᐊのᥖ♧ᯈに ۑ

してᥖ♧するとඹに、ྛ業の事業ෆᐜ、⤥与等を♧したࣃンࣇレットをࣇルにめ、自⏤に㜀

ぴできるようにしてあるので用すること。 
  また、⸆学㒊の࣍ーム࣌ージ（http://www.ph.nagasaki-u.ac.jp/student/gakumu/placement.html）

でも求人一ぴを㜀ぴすることができる。 
長崎大学の࣍ーム࣌ージ（http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/job/index.html㸸キࣕリアᨭ ᑵ職情

報）から大学ᐄ求人情報を᳨⣴できるので、用すること。 
බົ員試験は、国ᐙබົ員、地方බົ員とも４㹼㸷᭶の間に行われる場合が多いが、年度によって ۑ

流動的であるのでᥖ♧や自体等からの情報にὀ意すること。 
 。㝔あるいは⸆ᒁからの求人は、業とは␗なり㝶時ᐤせられることが多い ۑ
ᨾ㒓にᖐってᑵ職することを希ᮃする場合は、大学にᐤせられる求人౫㢗は希なので、先㍮、知人 ۑ

に౫㢗するなど自分でᑵ職先を᥈すよう心がけること。 
、ᑵ職については、ᡤᒓ研究ᐊの教員、ᑵ職ᨭጤ員ཪは⸆学⣔事ົᐊ学ົ担当に┦ㄯするとともに ۑ

ᑵ職ᨭ行事に積極的にཧຍして、自分に㐺した職業を選ࡪよう心がけること。 
༞業生に対して、求人先から求人がᐤせられることがあるので、༞業ᚋのᑵ職についても、⸆学⣔ ۑ

事ົᐊ学ົ担当に問い合わせること。 
ンス・会社ㄝ᫂会は、NU-Webࢲ࢞キࣕリア┦ㄯཬびᑵ職 ۑ にログンᚋ、ᑵ職ᶵ能から確認・ண

⣙すること。 
 

ཷ 験 ㈨ ᱁ の 取 得 
 

学科 ㈨᱁等 

⸆学科 

⸆ᖌ 

་⸆㒊እရ㸪化⢝ရまたは་⒪用ලの〇造ᡤ責任技⾡者 

་⸆㒊እရ㸪化⢝ရまたは་⒪用ලの㍺入㈍ᡤ責任技⾡者 

⸆事┘視員㸪㯞⸆⟶理者㸪㣗ရ⾨生⟶理者㸪 

㣗ရ⾨生┘視員㸪環境⾨生ᣦᑟ員㸪᳨ጤ員㸪 

⾨生⟶理者㸪እ国〇造་⸆ရ等の国ෆ⟶理者等業ົ 

 ͤ⸆ᖌの㈨᱁を取得することにより得られる㈨᱁です。 

⸆科学科 

ᰤ養情報担当者 

ẘ物物取ᢅ責任者 

ᨺᑕ⥺取ᢅ主任者等 

㣗ရ⾨生┘視員 

༴㝤物取ᢅ者（⏥種） 
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⸆ᖌ国ᐙ試験ཬびචチ取得について 

 
ᖌࠖとはཌ生ປ働大⮧のචチをཷけて、調・་⸆ရの౪⤥、その他⸆事⾨生をつかさどるこ⸆ࠕ

とによって、බ⾗⾨生の向ୖཬびቑ㐍にᐤ与し、もって国民のᗣな生活を確ಖすることを業ົとする

者をいう。 
 このචチをཷけるには、⸆学㒊⸆学科を༞業ᚋ、⸆ᖌ国ᐙ試験に合᱁しなければならない。 
 試験は年１ᅇ（２᭶㹼３᭶）実施され、㢪᭩は、ฟ身大学を⤒⏤して提ฟすることになっているので、

特に、༞業ᚋに㢪᭩を提ฟする場合は⸆学⣔事ົᐊ学ົ担当と㐃⤡をᐦにされるよう留意されたい。 
平成１６年に学ᰯ教育法୪びに⸆ᖌ法がᨵṇされ、教育年㝈を４年から６年にᘏ長することが決ま

り、⸆ᖌ国ᐙ試験のཷ験㈨᱁は６年間の⸆学教育を修ᚋに得られることになった。 
よって、平成１㸶年度以㝆の 4 年ไ学科入学者に対しては、⸆ᖌ国ᐙ試験のཷ験㈨᱁は認められな

い。 
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་ṑ⸆学総合研究科㝃ᒓ⸆用᳜物ᅬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ⅰ ἢ  革 

⸆学㒊に⸆ⲡᅬをタ⨨することは大学タ⨨基準（和３１年１㸮᭶２２日文㒊┬௧➨２㸶ྕ）

➨３㸷᮲で義ົづけられている。 
本ᅬはそれ以前から⸆学㒊の義ົとして、生⸆・⸆用᳜物をᩚഛし、学㒊教育に౪してきた。 
歴史的には 
和４３年３᭶ 長崎┴すᙼᯂ㒆野ẕ崎⏫野ẕに 14,292 ੍の野ẕ⸆用᳜物ᅬ用地㉎入。 
和４４年３᭶ 長崎大学文教地༊のᩚഛの一環として、研究᱂培ཬび学生実習用材       

ᩱの౪⤥のため、⣙ 3,000 ੍のᅡ場造成等を図った。 
和４６年３᭶  野ẕ⸆用᳜物ᅬの㠃積を 15,416 ੍にᣑ。 
和４㸵年５᭶ 国立学ᰯタ⨨法施行つ๎➨ 20 ᮲のつ定に基づく教育、研究施タとし 
               て、長崎大学⸆学㒊㝃ᒓ⸆用᳜物ᅬのタ⨨が認められた。 
和５１年３᭶  㞼ᓅのᩳ㠃୰⭡に、ᰯእ⸆用᳜物ᅬᣑィ⏬の一環としてᓥཎ⸆ 

用᳜物ᅬがᘓタされた。 
平成㸷年１１᭶  㞼ᓅᄇⅆのため、ᓥཎ⸆用᳜物ᅬを㛢ᅬ。 
平成１５年４᭶ ་ṑ⸆学総合研究科㝃ᒓとなる。 
平成１㸷年４᭶ 野ẕ⸆用᳜物ᅬを㛢ᅬ。 
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Ⅱ 目  的 
教育用標本ぢ本ᅬとしての౽を図るため文教地༊ᰯෆにタ⨨され、ྛ 種⸆用᳜物の᱂培を行い、

⸆用᳜物学講義および⸆用᳜物学実習に活用している。ᅄᏘを㏻ࡌて、⣙４㸵㸮種㢮の᳜物を観

ᐹすることができ、チ可を得てケシの᱂培も行っている。ここには、⟶理Ჷをවࡡた教育研究施

タもᩚഛされている。 

また、ᅬෆに長崎大学・ラデン大学（࢜ランࢲ）国際学⾡交流事業、日⹒交流４㸮㸮࿘年グ

念事業の一環としてࠕシー࣎ルトグ念᳜物ᅬࠖをタけ、ラデン大学㝃ᒓ᳜物ᅬよりᐤ㉗された

ルトゆ࣎か、シールト᳜物ࠖの࣎シーࠕ等５種のࣅアケ、ࢱࢶ、モミジࣁロ、ジ、ケࣖキࣇ

かりの᳜物を᱂培している。 

 

Ⅲ 主な⸆用᳜物 
⸆用᳜物ᅬでは平成２１年３᭶発หのࠕ長崎大学་ṑ⸆学総合研究科㝃ᒓ⸆用᳜物ᅬෆ にࠖ

♧すとおり、⣙４６㸮種の⸆用᳜物を教育用標本として᱂培している。 
 
 

 
   
                      
 

 
 
 
                              

コン࢘ルࣁ࠙  ࠚ
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 

 
                              ࠚコン࢘࠙
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Ҕഫ薬学ዮӳᏋᄂᆮ（ഫ学部本館）（ᲱＦ）（本２ק）
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　ᆏ本キャン䝟ス２

薬学部キャン䝟ス配⨨ᅗ

　ᩥ教キャン䝟ス

（ᆏ本２）医ṑ薬学総合教育研究Ჷ

（ᪧṑ学部本㤋）

薬学部本㤋
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